




 

はじめに

本町の下水道事業は、公衆衛生の向上、生活環境の改善、公共用水域の水質

保全を目的に、昭和 年度に事業の認可を受け事業に着手して以来、順次事業

計画区域を拡大しながら下水道の整備に邁進してまいりました。

また、経営面においては、平成 年度に地方公営企業法に基づく公営企業会

計に移行するなど、経営状況の「見える化」にも努めてきたところです。

しかしながら、近年の下水道事業を取り巻く環境は大きく変化しており、本

格的な人口減少社会の到来や節水機器の性能向上と普及等により水需要は減少

し、使用料収入が減少傾向となり、その一方で、地震などの災害に備え、老朽

化した下水道施設の修繕・改築、耐震化に取り組んでいくためには、多額の事

業費が必要となるなど、様々な課題を抱えているところです。

このような状況のなか、本町における今後 年間の下水道事業の方向性及び

投資・財政計画を示した「久御山町下水道ビジョン」を策定しました。

本ビジョンでは、基本理念を「安全・安心で快適な暮らしを支える持続的な

下水道」とし、これを推進するため、「災害に強い安全・安心な下水道」、「快適

な暮らしを支える下水道」、「いつまでも健全に持続できる下水道」の３つの基

本目標を掲げました。

今後は、本ビジョンを基本とし、下水道施設の修繕・改築、耐震化を推進し

ながら、効率的な健全経営を目指し、将来にわたって持続可能な下水道事業を

運営してまいりたいと考えておりますので、住民のみなさんのご理解とご協力

を賜わりますようお願い申し上げます。

結びに、本ビジョンの策定にあたり、多大なるご尽力をいただきました久御山

町上下水道事業経営審議会の委員のみなさんをはじめ、パブリックコメント等

を通じて貴重なご意見をいただきました多くのみなさんに心からの感謝を申し

上げます。

令和４年４月

久御山町長 信貴 康孝
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第第１１章章  下下水水道道ビビジジョョンンのの策策定定ににああたたっってて  

１ 策定趣旨と位置づけ

（１）策定の趣旨

久御山町の公共下水道事業は、昭和 年度に事業の認可を受け、事業に

着手して以来、順次事業計画区域を拡大しながら下水道整備を進めており、

その結果、令和元年度末には、下水道普及率が ％に達したところです。

この間、国では、社会経済情勢が変化し、下水道事業が整備促進から管理

運営の時代へと移行していることを受け、国土交通省において、平成 年

７月に新たな下水道の政策体系を示した「新下水道ビジョン」を策定し、平

成 年８月には新下水道ビジョンの実現をさらに加速するための「新下水

道ビジョン加速戦略」を策定しています。

また、今後予想される急速な人口減少社会の到来による水需要の減少、イ

ンフラ資産の大規模な更新時期の到来などにより、下水道事業を含む各公営

企業を取り巻く経営環境はさらに厳しさを増すことが予想されることから、

総務省は、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定することを

要請し（「公営企業の経営に当たっての留意事項について」平成 年８月

日総務省通知）、これを通じて、経営基盤強化と財政マネジメントの向上

を図ることを求めています。

このような状況のなか、本町においても、今後、老朽管渠の修繕・改築を

計画的に進めていかなければならないなかで、人口減少等に伴う使用料収入

の減少、経営基盤の強化、技術者の育成などの課題に対応する必要がありま

す。

以上のように、住民の生活に必要不可欠な下水道事業を、持続的・安定的

に運営していくためには、現状と将来に向けた課題を的確に捉え、中長期的

な視点に立って、施設や設備に関する投資目標とその財源見通しを試算し、

これに沿った経営を行っていくことにより、経営健全化と経営基盤の強化に

取り組む必要があることから、本町の下水道事業経営の将来の方向性を示す

基本的な方針・計画である「久御山町下水道ビジョン」（以下、「ビジョン」

という。）を策定しました。

（２）位置づけ

本ビジョンは、本町の最上位計画である「久御山町第５次総合計画（平成

年度～令和７年度）」に掲げる基本計画の実現に向けた個別・具体的な実

施計画の１つに該当し、また国の「新下水道ビジョン」をはじめ、京都府や

本町の下水道事業に関連する各種計画との整合性を図り、国から各公営企業

に対して策定が要請されている「経営戦略」を兼ねたものとして位置づけら

れます。
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図 ビジョンの位置づけ

 
２ 計画期間

本ビジョンにおいては、中長期的な視点から経営基盤の強化等に取り組む

ことができるよう、令和４年度から令和 年度までの 年間を計画期間と

します。また今後、社会情勢の変化への対応や進捗状況の検証を図るため、

随時フォローアップを行い、必要に応じて計画の見直しを行います。

  

投資・財政計画（収支計画）

投資試算

財源試算均衡

久御山町下水道ビジョン（令和４年度～令和13年度）

中長期的な方針・計画

効率化・経営健全化の取組方針

組織効率化 人材育成 広域化 PPP/PFI

久御山町第５次総合計画
（平成28年度～令和７年度）

平成31年３月 「経営戦略」の策定・
改定の更なる推進について

（総務省）

平成26年８月 公営企業の経営に
当たっての留意事項（総務省）

久御山町水道事業ビジョン
（平成28年度～令和７年度）
久御山町水道事業経営戦略
（令和元年度～令和10年度）

木津川流域下水道事業計画
京都府流域下水道事業経営戦略
（令和３年度～令和12年度）

（京都府）

平成26年７月 新下水道ビジョン
平成29年８月 新下水道ビジョン加速戦略

（国土交通省）

個別・
具体的

整合

要請

要請

整合 整合

投資以外の経費
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第第２２章章  下下水水道道事事業業のの概概要要  

１ 久御山町の概要

（１）位置

久御山町は、京都市の都心から南

へ約 に位置し、北は京都市伏

見区、東は宇治市、南は城陽市、南

西は八幡市に隣接しています。町域

を国道１号、国道 号、京滋バイ

パスなどの幹線道路が通り、東西に

約 ㎞、南北に約 ㎞、面積は

㎢（ 位／府内 市町村）の

コンパクトな町です。

総 人 口 人

男 性 人

女 性 人

世 帯 数 世帯

人口密度 人／㎢

（令和３年４月１日現在（住民基本台帳））

（２）町の沿革

昭和 年 月 日に久世郡の御牧村と佐山村の２村合併により久御山町

が誕生しました。町名は、久世、御牧、佐山の各１文字を合わせたものです。

合併当時の人口は約 人、純農村地域でしたが、昭和 年に国道１

号 枚方バイパス が町の中央部に開通してから町の様相が変わり始め、人口

や工場、事業所が増加するとともに、公共施設など都市基盤整備が進みまし

た。

平成 年には京滋バイパスと第二京阪道路が開通し、久御山ジャンクシ

ョンを中心に近畿圏における交通結節点として利便性の高い地域となりま

した。

現在では、道路交通の要衝として、工業地域が形成され、工場や商店など、

約 の事業所が存在し、町の中央部には大型商業施設が立地しています。

令和元年 月に町制施行 周年を迎え、住宅と産業のバランスのとれた

活力あふれるまちとして、今なお発展し続けています。

図 久御山町の位置図
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写真 久御山ジャンクション

２ 久御山町下水道事業の沿革

本町の下水道事業は、昭和 年度に木津川流域関連公共下水道、昭和

年度に大橋辺地区の単独公共下水道に着手し、平成元年 月１日に供用を

開始しました。

その後、事業計画区域を拡大しながら計画的・効率的に下水道整備を進め

てきた結果、現在の事業計画区域は、市街化区域の全域 ㏊と市街化調

整区域 ㏊を合わせた合計 ㏊となり、令和３年３月末現在の整備

面積は ㏊、事業計画区域に対する整備率は約 ％、下水道普及率は

％となっています。

また、経営・資産の状況の「見える化」を推進するために、平成 年４

月１日から地方公営企業法に基づく公営企業会計に移行しました（全部適

用）。
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表 下水道事業計画の変遷（木津川流域関連公共下水道（洛南処理区））

事項 認可年月日 事業期間 事業地面積 計画人口

当初 昭和 年 月 日
昭和 年 月 日～

昭和 年 月 日 （ ）

人

（ 人）

第 回変更 昭和 年 月 日
昭和 年 月 日～

昭和 年 月 日 （ ）

人

（ 人）

第 回変更 平成 年 月 日
昭和 年 月 日～

平成 年 月 日 （ ）

人

（ 人）

第 回変更 平成 年 月 日

昭和 年 月 日～

平成 年 月 日 （ ）

人

（ 人）

※大規模商業施設建設計画に伴う主要な管渠の一部変更

第 回変更 平成 年 月 日
昭和 年 月 日～

平成 年 月 日 （ ）

人

（ 人）

第 回変更 平成 年 月 日
昭和 年 月 日～

平成 年 月 日 （ ）

人

（ 人）

第 回変更 平成 年 月 日
昭和 年 月 日～

平成 年 月 日 （ ）

人

（ 人）

第 回変更 平成 年 月 日
昭和 年 月 日～

平成 年 月 日 （ ）

人

（ 人）

第 回変更 平成 年 月 日
昭和 年 月 日～

平成 年 月 日 （ ）

人

（ 人）

第 回変更 令和 年 月 日
昭和 年 月 日～

令和 年 月 日 （ ）

人

（ 人）

※事業地面積、計画人口は、上段は「事業計画」、下段は「全体計画」を表しています。

表 下水道事業計画の変遷（単独公共下水道（伏見処理区））

事項 認可年月日 事業期間 事業地面積 計画人口

当初 昭和 年 月 日
昭和 年 月 日～

平成元年 月 日 （ ）

人

（ 人

第 回変更 平成元年 月 日
昭和 年 月 日～

平成 年 月 日 （ ）

人

（ 人

第 回変更 平成 年 月 日
昭和 年 月 日～

平成 年 月 日 （ ）

人

（ 人）

第 回変更 平成 年 月 日
昭和 年 月 日～

平成 年 月 日 （ ）

人

（ 人）

※事業地面積、計画人口は、上段は「事業計画」、下段は「全体計画」を表しています。
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３ 下水道の役割

（１）公衆衛生の向上

生活や生産活動に伴って発生する汚水が速やかに排除されず、住宅周辺に

停滞していると、蚊や蠅などの害虫や悪臭の発生源となり、周辺環境を悪化

させることになります。

下水道を整備し、汚水を速やかに排除することにより、公衆衛生の向上が

図られます。

（２）生活環境の改善

下水道が整備されるとトイレの水洗化が可能となり、家の中の悪臭が抑制

されるなど、衛生的で快適な生活が送れます。

（３）公共用水域の水質保全

下水道は、汚水を収集、運搬、処理することから、河川などの公共用水域

の水質汚濁の防止に積極的な役割を果たし、公共用水域の水質保全が図られ

ます。

（４）浸水防除

下水道は、降った雨を集めて河川や海へ排除する役割を担っています。

浸水被害の防除は、住民の生命と財産を守るのと同時に、交通等の都市機

能確保の観点からも、必要不可欠です。

写真 巨椋池排水幹線
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４ 下水道のしくみ

（１）下水の排除方式

下水を排除する方式には、汚水と雨水を別々の下水道管で排除する「分流

式」と汚水と雨水を同一の下水道管で排除する「合流式」があります。

本町の下水道は全域で分流式を採用しており、下水道事業では、汚水処理

を所管しています。

表 下水の排除方式

分流式下水道 合流式下水道

汚水と雨水を別々の下水道管で排除

する方式です。

分流式下水道では汚水は下水処理場

で処理されるため、汚水が河川に放流

されません。

汚水と雨水を同一の下水道管で排除

する方式です。

合流式下水道では分流式下水道に比

べ、下水道管渠の布設が容易な反面、

雨天時に汚水混じりの雨水が河川に

放流される問題があります。

（イラスト出典：国土交通省「下水道施設の構成と下水の排除方式」より） 

（２）汚水処理の方法

家庭や工場などから出た汚水は、下水道管を通って、下水道の終末処理場

（下水処理場）へと流れ、きれいな水に処理されます。

（イラスト出典：公益社団法人日本下水道協会「イラスト素材」より） 
図 汚水処理のフロー
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５ 下水道施設の概要

（１）下水道管渠

下水道管渠は、下水道管と人孔（マンホール）からなり、下水道管の種類

は硬質塩化ビニル管や鉄筋コンクリート管（ヒューム管）、ダクタイル鋳鉄

管などがあります。

本町の整備済みの下水道管渠延長は、令和３年３月末現在で約 ㎞とな

っており、管種では塩ビ管系の占める割合が約 ％となっています。

表 管種・口径別下水道管渠延長 単位：㎞

管種

口径

計～ ～ ～ ～ ～

塩ビ管系

硬質塩化ビニル管

（ ）

硬質塩化ビニル管

（ ）

硬質塩化ビニル管

（ ）

コンクリ

ート管系

ヒューム管（ ）

レジンコンクリート管

（ ）

プラスチ

ック管系

管

（ ）

エコセラミック管

（ ）

プラスチックリブパイ

プ（ ）

ポリエチレン管（ ）

鋼管系 ダクタイル鋳鉄管（ ）

陶管系 陶管（ ）

ライニン

グ管系
ライニング（ ）

計



 

 

 

9 
 

図 久御山町公共下水道台帳図（令和３年４月１日現在）

図  管種別布設年度別管渠延長の状況  

塩ビ管系

コンクリート管系

プラスチック管系

鋼管系

陶管系

ライニング管系

凡例

管
種
別
布
設
年
度
別
管
渠
延
長
（
㎞
）

塩ビ管系 コンクリート管系 プラスチック管系 鋼管系 陶管系 ライニング管系

管種 延長（㎞） 割合

塩ビ管系

コンクリート管系

プラスチック管系

鋼管系

陶管系

ライニング管系

総計
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（２）ポンプ施設

本町では、地形等の理由により自然流下方式の採用が困難な７地域に圧力

方式の管路システムを導入しています（マンホール形式ポンプ場：４か所、

真空ステーション：３か所）。

マンホール形式ポンプ場とは、マンホールの中の水中ポンプで、汚水を送

水するシステムです。また、真空ステーションとは、ポンプにより管路の中

を真空にし、大気圧との差圧を利用して汚水を収集するシステムです。

表 マンホール形式ポンプ場一覧

施 設 名 大橋辺 下津屋 川端 東島

施工年度 平成３年度 平成 年度 平成 年度 令和元年度

設置場所 大橋辺堤外縁 下津屋室ノ城 森川端 東一口東島

製 造 元 ㈱荏原製作所 新明和工業㈱ ㈱鶴見製作所 ㈱鶴見製作所

型 式

出 力

設置基数 ２基 ２基 ２基 ２基

表 真空ステーション一覧

施 設 名 村内真空 新久保真空 中内真空

施工年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

設置場所 相島村内 東一口新久保 森中内

製 造 元 ㈱アンレット ㈱アンレット ㈱アンレット

型 式

出 力

設置基数 ２基 ２基 ２基
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（３）下水処理場

① 木津川流域関連公共下水道（洛南処理区） 
本町は、京都府の木津川流域下水道に参画しており、洛南処理区（宇治川

左岸側地域）の汚水は、淀川の三川合流の八幡市にある洛南浄化センターで

汚水処理を行っています。京都府が管理するこの施設は、久御山町を含む６

市２町の汚水処理を行っており、処理水は宇治川に放流されます。

（出典：京都府建設交通部水環境対策課）

写真 洛南浄化センター

② 単独公共下水道（伏見処理区） 
本町の大橋辺地区の汚水は京都市公共下水道へ流入しており、京都市の伏

見水環境保全センターで汚水処理され、処理水は宇治川に放流されます。

（出典：京都市上下水道局）

写真 伏見水環境保全センター  
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（出典：京都府建設交通部水環境対策課） 
図 木津川流域下水道の概要図 
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６ 下水道使用料の概要

本町の下水道使用料は、基本使用料と超過使用料の「二部使用料制」です。

基本使用料は、基本水量までは汚水量にかかわらず一定額を徴収するもので

す。超過使用料は、汚水量が基本水量を超過した場合に、汚水量に応じた額

を加算するものです。本町は汚水量の増加に応じて段階的に単価が高くなる

「累進使用料制」を採用しています。

下水道使用料は、公正妥当なもので、かつ、能率的な経営による適正な原

価を基礎とし、地方公営企業の健全な経営を確保することができるものでな

ければなりません。また、単に既存の施設による汚水処理のための原価を賄

うだけでは十分ではなく、施設の建設、改良、再構築ができるよう、財政的

基盤の強化を図りうるものでなければなりません。

本町では、平成元年度の供用開始以降、現在まで使用料体系は改定せず、

以下の料金表を使用しています（消費税の外税方式への改定除く）。

表 使用料表（１か月当たり） （令和３年４月１日現在）

用 途

基 本 使 用 料
超 過 使 用 料

（汚水量１㎥につき）
汚 水 量 金 額

一 般 用 ㎥まで 円

㎥から ㎥まで 円

㎥から ㎥まで 円

㎥から ㎥まで 円

㎥から ㎥まで 円

㎥から ㎥まで 円

㎥から ㎥まで 円

㎥から ㎥まで 円

㎥から ㎥まで 円

㎥以上 円

臨 時 用 ㎥まで 円 ㎥以上 円
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第第３３章章  現現状状とと課課題題  

１ 下水道普及率と水洗化の状況

（１）行政区域内人口の推移

本町の行政区域内人口は、昭和 年度末の 人をピークに減少傾向

となっています。下水道事業の供用開始からの推移を見ると、平成元年度末

の 人から令和２年度末には 人（平成元年度末比：△ 人、

△ ％）まで減少しています。

図 行政区域内人口の推移

 

行
政
区
域
内
人
口
（
人
）

ピーク時
末

末

平成元年度から供用開始
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（２）処理区域内人口の推移と水洗化人口

処理区域内人口は、下水道整備の進捗に伴い、令和２年度末には

人となり、下水道普及率は ％に達しています。

水洗化人口については、本ビジョンにおいて、将来の有収水量予測をより

正確に行うため、これまでの集計方法を見直し、再集計を行いました。

その結果、令和元年度末の水洗化人口は 人、水洗化率は ％と

なり、令和２年度末の水洗化人口は 人、水洗化率は ％となりま

した。

図 処理区域内人口及び下水道普及率並びに水洗化人口及び水洗化率の推移

表 下水道普及率の推移

表  水洗化率の推移 

人

人

人

下
水
道
普
及
率
と
水
洗
化
率
（
％
）

処
理
区
域
内
人
口
と
水
洗
化
人
口
（
人
）

処理区域内人口 水洗化人口 下水道普及率 水洗化率

※本ビジョンの策定にあたって、令和元年度から

水洗化人口の集計方法を見直しているため、水洗

化人口及び水洗化率については、平成 年度以前

の数値は表示していません。

指標 用語説明（算式） 

下 水 道 
普 及 率 

（％） 

行政区域内人口のうち、処理区域内人口が占める

割合。下水道がどれだけ普及しているかを表す指

標。 

指標  用語説明（算式） 

水 洗 化 率 
（％） 

― ―  

算式：水洗化人口（人）÷処理区域内人口（人） 
下水道が利用できる人のうち、どのくらいの割合

の人が下水道に接続し、実際に利用しているかを

表す指標。 
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２ 有収水量の状況

令和２年度の有収水量の用途別の構成は、家事用が全体の約 ％、営業

用・工場用が全体の約 ％を占めています。これは、事業所が多く集積し

ている本町の特徴を表しています。

家事用の有収水量は、下水道整備の進捗に伴い、これまで増加傾向にあり

ましたが、近年、節水意識の向上や節水型機器の普及等により、１人１日当

たりの有収水量が減少しているため、水洗化人口及び水洗化率はこれまで増

加傾向にあるものの、平成 年度以降は、ほぼ横ばいとなっています。

営業用は、平成 年度をピークに減少傾向にあり、平成 年度以降は少

し回復傾向にありましたが、令和元年度には再び減少しています。

工場用は、大口使用者の稼働状況に強く影響を受け、年度により大幅に増

減しています。

なお、令和２年度の有収水量は、新型コロナウィルス感染症の影響により、

家事用が在宅時間の増加に伴い前年度比で増加し、一方で営業用は、店舗や

飲食店等の休業等に伴い前年度比で減少したものと推察されます。

図 用途別有収水量の推移

水洗化人口の集計方法を見直しているため、水道事業における数値を掲載しています。なお、令和２年度は、新型コ
ロナウィルス感染症の影響による在宅時間の増加に伴い、例年より増加したものと考えられます。

図 本町水道事業における家事用１人１日当たり有収水量の推移

用
途
別
有
収
水
量
（
千
㎥
／
年
）

家事用 営業用 工場用 その他用（官公署、臨時）

家
事
用
１
人
１
日
当
た
り

有
収
水
量
（

／
人
／
日
）

ℓ

※ 
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３ 下水道施設の状況

（１）下水道管渠の布設状況

下水道管渠の整備を着実に進めてきており、令和２年度末には管渠布設総

延長は となりました。布設延長の増加に伴って、整備済面積も増加

しています。

なお、本町の下水道事業は、平成元年度から供用を開始しており、供用開

始からそれほどの年月が経過していないため、老朽化が直ちに問題となる状

況にはありません。一部、供用開始前に民間開発事業により布設され、使用

されていた管渠を下水道事業に移管しているものがあり、これについては標

準耐用年数 年を超過していますが、割合としては総延長の ％に留ま

ります。

図 布設年度別管渠延長の推移

表 管渠老朽化率の推移

 

指標 用語説明（算式） 

管渠老朽化率 
（％） 

 
算式：標準耐用年数超過管渠÷下水道布設総延長  
耐用年数を超過した管渠の割合を見る指標。 

年経過管

総延長

管
渠
延
長
累
計
（
㎞
）

布
設
年
度
別
管
渠
延
長
（
㎞
）

整備済管渠延長 整備済管渠延長（累計）

⇒供用開始
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（２）不明水の状況

不明水とは、分流式下水道において、汚水管渠に流入する雨水や地下水の

ことを言います。不明水が生じる主な原因は、宅内排水管の雨水の誤接続、

マンホール蓋穴からの侵入水や汚水管渠の継手・破損箇所からの侵入等があ

ります。不明水が増大すると、下水処理施設に負担がかかるばかりでなく、

使用料に結びつかない下水処理費用が発生することになります。

本町の有収率は、概ね ％程度で推移しており、数値だけを見れば、本

町下水道事業では不明水は大きな問題となる状況にはありません。一方で、

木津川流域下水道全体では多量の不明水が認識されており、大きな課題とな

っています。そのため、本町でも京都府の要請に基づき、平成 年度から

不明水調査を実施し、その改善に取り組んでいます。

なお、本町の有収率は、年度によって大きく差があり、また ％を超え

る場合があります。その要因としては、年間総汚水処理水量を計測する木津

川流域下水道の幹線流量計のなかに、複数の市町から下水が流入する接続点

に設置されているものがあり、排水量を正確に計測することが困難であるこ

とや、また幹線流量計自体に計測誤差があることなどが考えられます。

表 有収率の推移

（３）耐震化の状況

今後 年以内の発生確率が ％から ％と極めて高くなっている南海ト

ラフ地震について、本町では最大予測震度が６強とされています。また、京

都府には多くの活断層が分布しており、京都府地震被害想定調査では、生駒

断層を震源とする直下型地震で最大の被害が予想されています。

災害時においても、汚水処理機能が維持できるように、幹線管渠の耐震化

を着実に進めるとともに、平常時から災害に備えるため、平成 年度に「久

御山町下水道事業業務継続計画」（下水道ＢＣＰ）を策定し、当該計画の適

切な運用に努めています。

  

指標 用語説明（算式） 

有 収 率 
（％） 

算式：年間有収水量÷年間総汚水処理水量 
使用料収入となった水量の割合を見る指標。 
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４ 経営の状況

（１）財務の状況

① 下水道事業会計の仕組み

下水道事業会計は、収益的収支と資本的収支から構成されます。収益的収

支とは、下水道事業の経営活動に伴い発生する使用料による収益や維持・管

理に係る費用のことであり、これらの活動は損益計算書に反映されます。資

本的収支とは、施設の整備・拡充のための建設改良費、建設改良に要する資

金の企業債による調達、企業債の元金償還等のことで、これらの活動は貸借

対照表に直接反映されます。

下水道事業では、通常、資本的支出に対し資本的収入は不足することとな

ります。そのため、前年度までの内部留保資金や当年度の利益、減価償却費

等の非資金取引による内部留保等を補てん財源として、不足額を補う仕組み

となっています。

図 下水道事業会計の仕組み

営業収益

（主に使用料
収入）

営業外収益

（主に※長期
前受金戻入）

支払利息

※利益

収益 費用
（収益的収支）

補てん財源以外

国庫補助金
企業債

一般会計繰入金

建設
改良費

企業債の
元金償還

収入 支出
（資本的収支）

※資本的収
支の不足額

に充当

※減価
償却費

補てん財源

※減価償却費とは、固定資産の購入価額を使用期間に

わたって費用配分したものです。実際の支出は、固定
資産の購入時に完了していることから、現金の支出を

伴う費用ではありません。長期前受金戻入は、減価償
却費のうち、補助金等で取得した資産に対するもので、
現金の収入を伴わない収益です。

減価償却費は費用として計上されるものの、現金の
支出を伴わないため、当該金額が内部留保資金として

企業内部に蓄えられることになります。ただし、長期
前受金戻入は、現金収入を伴わない収益であるため、
減価償却費から長期前受金戻入の金額を控除する必要

があります。
これに加えて、当年度の利益と過去の利益の蓄積を

資本的収支の不足分に充てることになります。

維持管理
費用

※前年度末資
金（補てん財

源）残高
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② 収益的収支と資本的収支の状況

主な収益の内訳は、下水道使用料 ％、長期前受金戻入 ％となってお

り、一般会計からの繰入金（他会計補助金）はほとんどありません。一方、

主な費用の内訳は、減価償却費 ％、下水道維持管理負担金 ％、支払利

息８％となっています。なお、下水道維持管理負担金とは、木津川流域下水

道や他市の公共下水道に接続し、その処理場で本町の汚水を処理してもらっ

ていることへの対価のことです。本町では、終末処理場を有しておらず、本

町の汚水はすべて流域下水道等で処理しているため、負担金の割合は高くな

っています。

減価償却費、支払利息、人件費は、処理水量の変動に左右されない固定的

な経費であり、これらが全体の ％を占めています。固定費は処理水量が

減少しても、それに比例して削減することが困難であり、使用料収入の減少

が見込まれる将来において経営を圧迫させる可能性があります。

資本的支出については、企業債償還金と建設改良費で構成されており、こ

れらの財源として、国庫補助金や企業債の新規発行、一般会計からの繰入金

（他会計出資金等）があり、それでも足りない分を補てん財源として、過去

の内部留保や当年度の資金増加分で充当しています。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  図 資本的収支の構成（令和２年度）

図 収益的収支の構成（令和２年度）

下水道使用料
516 百万

長期前受金戻入
217 百万

その他
19 百万

純利益
86 百万

減価償却費
355 百万

下水道維持管理負担金
164 百万

支払利息
53 百万

人件費
23 百万 その他

71 百万

収益
7.5億円

費用
6.7億円

（税抜き）

国庫補助金
8 百万

他会計補助金
19 百万

企業債
53 百万

他会計出資金
85 百万

補てん財源
191 百万建設改良費

102 百万

企業債償還金
253 百万

収入
1.6億円

支出
3.5億円

（税込み）



 

 

 

22 
 

第

章

第

章

第

章

第

章

第

章

第

章

第

章

第

章

資資

料料

編編  

③ 下水道使用料の状況

令和２年度の下水道使用料について、用途別の使用料収入の構成は、営業

用 ％、工場用 ％、家事用 ％、その他用２％となっており、営業用と

工場用で全体の ％を占めています。平成 年度においては、工場用の使

用料収入が大きく減少したことから、全体の使用料収入も５億円を下回って

います。営業用・工場用の使用料収入は一部の大口使用者に依存するところ

が大きく、大口使用者の稼働状況によって、本町の使用料収入も強く影響を

受けます。持続的な下水道事業の経営を行っていくために、使用料収入を安

定して確保していくことが今後の課題となります。

１か月当たり ㎥の下水道使用料について、本町の近隣団体（図 で

示す５市２町）、類似団体平均及び全国平均と比較すると、本町の使用料水

準は、類似団体平均及び全国平均を大きく下回り、近隣団体と比較しても、

下から２番目の水準となっており、第２章６「下水道使用料の概要」に掲載

している使用料体系は低く抑えられていると言えます。 
使用料単価（下水道使用料／年間有収水量）を用途別で見ると、工場用の

使用料単価が最も高く、家事用が最も低くなっています（臨時用除く）。本

町の使用料体系では、累進使用料制により汚水量に応じて使用料が逓増して

いくため、工場用や営業用は、大口使用者の影響を受けて家事用と比較して

比較的高い使用料単価となっています。 

図  用途別使用料収入の推移 

用
途
別
使
用
料
収
入
（
千
円
）

家事用 営業用 工場用 その他用
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※

使用料（税抜）は令和３年４月１日時点のもの。ただし、全国平均は令和元年度時点。

図  下水道使用料の他団体比較（ ㎥／月の場合） 
 

図 用途別使用料単価（令和２年度） 
 
表  使用料単価の推移 

  

円 円 円 円 円 円 円

全国平均（

類似団体平均

精華町

井手町

木津川市

京田辺市

八幡市

城陽市

宇治市

久御山町下
水
道
使
用
料
（
２
０
㎥
／
月

税
抜
）

指標 用語説明（算式） 

使用料単価 
（円／㎥） 

算式：下水道使用料÷年間有収水量 
年間の使用料収入を有収水量で除したもの。 
有収水量１㎥当たりどれくらいの収益が発生する

かを見る指標。 

家事用 営業用 工場用 その他用 全体平均

用
途
別
使
用
料
単
価
（
円
／
㎥
）
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④ 一般会計繰入金の状況

公営企業は独立採算制を原則として、事業運営に伴って発生する経費は、

一部の経費を除き、事業運営による収入によって賄うべきものとされていま

す。下水道事業においては、雨水公費・汚水私費の原則に基づき、汚水処理

に係る費用は、一部の経費を除いて、原則として使用料によって賄うべきも

のとされています。汚水処理に係る費用のうち、公費で負担するものについ

ては、総務省の定める繰出基準を参考に決めていきます。 
本町では、収益的収入に限れば、繰出基準外の一般会計繰入金はほとんど

ありませんが、資本的収入については、企業債の元金償還のための資金が不

足しているため、令和元年度以前は毎年度 億円以上、令和２年度には約

万円の基準外繰入金を一般会計から繰り入れています。 
単年度の資金不足額について一般会計から補てんする方法は、企業性（経

済性）を発揮できず、適切な経営状況を把握できなくなり、長期的な視点に

立った事業経営が行えず、将来に向けた資金確保ができない、といった課題

があります。そのため、本町の下水道事業の現状と将来の事業環境を踏まえ

て、公費負担のあり方を整理することが必要です。 
 

一般会計繰入金について 
基準内繰入金： 毎年総務省から通知される「繰出基準」に従った繰入金。基準内繰入

金についてはその一部が地方交付税等において考慮される。 
基準外繰入金： 公営企業会計の資金不足を補てんするためなどに繰り入れる上記の

「繰出基準」に基づかない繰入金。 

図  汚水処理費における公費（繰入金）と私費（使用料）の負担区分 
  

負担
区分

私費

財源 使用料 基準外 基準内

公費
（一般会計繰入金）

汚　水　処　理　費
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図  収益的収入及び資本的収入における一般会計繰入金の推移 
 
表 一般会計繰入金対使用料割合の推移 

 
  

指標 用語説明（算式） 

一般会計繰入金

対使用料割合 
（％） 

算式：一般会計繰入金（収益的収入分＋資本的収

入分）÷下水道使用料

一般会計繰入金の規模から、公費負担の状況を見

る指標。 

収
益
的
収
入
・
資
本
的
収
入
に
お
け
る

一
般
会
計
繰
入
金
（
千
円
）

基準内繰入金（収益的収入） 基準外繰入金（収益的収入）

基準内繰入金（資本的収入） 基準外繰入金（資本的収入）
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⑤ 企業債の状況

供用開始直後から、管渠の布設延長が急激に増加していった平成 年度

頃まで、企業債残高は増加傾向にありました。平成 年度以降は、下水道

の整備が概ね完了したことにより、管渠布設等の投資が減少したことから、

建設改良費の財源に充当していた企業債の新規発行も減少しています。これ

により、平成 年度には 億円以上あった企業債残高は、令和２年度末に

おいては約 億円と半分以下にまで減少しています。

今後、老朽化した管渠等について多額の更新需要が見込まれるなか、更新

需要の財源をすべて企業債で賄うと、将来世代に過度な負担を残すことにつ

ながりかねないため、企業債残高を一定の水準に留めるよう、企業債の新規

発行を抑制する必要があります。そのため、更新需要の財源構成を検討し、

公費負担の範囲を整理していくことが今後の課題となります。

 
図 企業債残高・支払利息の推移

  

千円

千円
支
払
利
息
（
千
円
）

企
業
債
残
高
（
千
円
）

企業債残高 支払利息
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（２）組織の状況

① 組織体制の概要

現在の下水道事業における組織体制は、上下水道課のもとに下水道係と業

務係があります。下水道係は、事業計画の決定や下水道施設の整備と維持管

理、補助金の申請などの業務を担当し、業務係は、予算・決算の調整や関係

例規の整備、下水道使用料の徴収などの業務を担当しています。 
 

 
図 上下水道課の組織体制（令和３年４月１日現在） 

 
表  下水道係と業務係の主たる事務分掌 

係名 分担事務 

下水道係 ⚫ 下水道事業の事業計画及び都市計画決定並びに事業認可の

申請に関すること。

⚫ 公共下水道施設に係る建設・整備に関すること。

⚫ 下水道施設の維持管理に関すること。

⚫ 下水道事業の補助金交付申請事務に関すること。

⚫ 下水道事業に係る他機関との連絡調整に関すること。

⚫ 排水設備工事に関すること。 など

業 務 係 ⚫ 上下水道事業管理規程の制定及び改廃に関すること。

⚫ 予算の原案及び予算に関する説明書の作成に関すること。

⚫ 決算の調整に関すること。

⚫ 財政計画及び資金計画に関すること。

⚫ 企業債及び一時借入金に関すること。

⚫ 下水道使用料等の調定及び徴収等に関すること。 など
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② 職員の状況

上下水道課全体の職員数は、平成 年度には 名でしたが、令和３年４

月１日時点では 名まで減少しています。これは機構改革として、平成

年４月に水道課と下水道課を統合し、職員定数の見直しを行ったことによる

ものです。

下水道係の職員数は平成 年度から令和元年度までは４名で推移し、令

和２年度からは３名となっています。令和３年度に下水道係に所属する職員

の年齢構成は、 代が１名、 代が２名となっていますが、人事異動によ

り、年度によって年齢構成の状況は変動します。

少人数で業務を行っているため、職員の専門性は向上していますが、下水

道事業の経営を安定的に継続できるように、高い専門性を有した人材を育成

していくとともに、次の世代へと知識や技術の継承を進めていく必要があり

ます。

※正職員には再任用職員を含む。年度途中で退職した者を除く。 

図  上下水道課職員数の推移 
 
表  下水道係職員の年齢構成表（令和３年４月１日時点） 

  年齢 職員数（人） 構成比（％）

～ 歳 ０ ０

～ 歳 ０ ０

～ 歳 １ ％

～ 歳 ２ ％

～ 歳 ０ ０

計 ３ ％

平 均 年 齢 歳４ヶ月

10 10 11 
9 9 10 9 8 8 9 9 

1 1 
1 

1 1 1 
1 2 

1 
1 

1 1 1 1 2 1 2 2 

6 
6 3 

4 4 4 4 4 4 3 3 

1 

1 1 1 
1 

1 

17 

19 

17 
16 16 16 16 

15 15 
14 14 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

上
下
水
道
課
職
員
（
人
）

正職員（上水） 嘱託員（上水） 臨時職員（上水） 会計年度任用職員（上水）
正職員（下水） 嘱託員（下水） 臨時職員（下水）
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（３）他団体と比較した経営状況 
① 比較団体の選定

経営の現状分析で比較する類似団体は、経営比較分析表の類似団体区分

（処理区域内人口３万人未満、処理区域内人口密度 人／ 以上、供

用開始後 年以上 年未満）の団体から、さらに法適用団体でかつ終末処

理場を有していない 団体を選定しました。

近隣団体については、木津川流域下水道に接続する市町を基に選定してお

り、木津川流域下水道に接続する６市１町から京都市を除き、木津川上流流

域下水道に接続している精華町を追加しています。 
 

表  経営の現状分析における類似団体・近隣団体一覧 

※本町の下水道事業は、令和元年度で供用開始から 年が経過したため、本町の経営比較分析表の類似団

体区分は （処理区域内人口３万人未満、処理区域内人口密度 人／ 以上、供用開始後 年以上）

となりますが、供用開始後 年経過して間もないことから、経営の現状分析の実施にあたっては、

の区分の団体と比較することが有用であると判断し、上記の類似団体で分析を実施しています。

 

類似団体 近隣団体 
平川市（青森県）、美里町（宮城県）、 
二本松市（福島県）、常陸太田市（茨城県）、

富岡市（群馬県）、小千谷市（新潟県）、

笠松町（岐阜県）、御嵩町（岐阜県）、 
亀山市（三重県）、菰野町（三重県）、 
玉城町（三重県）、河南町（大阪府）、 
小野市（兵庫県）、稲美町（兵庫県）、 
五條市（奈良県）、大淀町（奈良県）、 
かつらぎ町（和歌山県）、朝倉市（福岡県）、

久山町（福岡県）、水巻町（福岡県） 
遠賀町（福岡県） 

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木

津川市、井手町、精華町 
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② 経営指標の他団体比較

ア 水洗化率 
令和元年度の水洗化率は ％となっており、類似団体平均や全国平均、

近隣団体と比較すると、類似団体平均は大きく上回っているものの、全国平

均より低い水準となっており、近隣団体のなかでもやや低い水準となってい

ます。 

図  水洗化率の他団体比較（令和元年度） 
 
表 水洗化率の推移（再掲） 

※本ビジョンにおいて、水洗化人口の集計方法を見直し、再集計を行っているため、過去

の数値は表示しておりません。 
  

水
洗
化
率
（
％
）

指標 用語説明（算式） 

水 洗 化 率 
（％） 

― ―

算式：水洗化人口（人）÷処理区域内人口（人） 
下水道が利用できる人のうち、どのくらいの割合

の人が下水道に接続し、実際に利用しているかを

表す指標。 
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イ 経常収支比率 
令和元年度の経常収支比率は ％となっており、事業に係る費用を収

益で賄えている状況で、近隣団体と比較すると高い水準となっていますが、

類似団体平均や全国平均と比較すると、やや低い水準となっています。

図  経常収支比率の他団体比較（令和元年度） 
 
表 経常収支比率の推移 

※平成 年度は、大口使用者の稼働状況の影響により、工場用の使用料収入が大きく減少

し、それに伴い経常収支比率も低い状況ですが、その後は工場用の使用料収入が徐々に

増加したことで、経常収支比率は上昇しています。

  

経
常
収
支
比
率
（
％
）

指標 用語説明（算式） 

経 常 
収 支 比 率 

（％） 

算式：経常収益÷経常費用 
使用料収入、一般会計繰入金等の収益で、経常的

な費用がどの程度賄われているかを示す指標。 
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ウ 経費回収率 
経常収支比率は ％程度であるのに対して、令和元年度の経費回収率は

％程度となっており、類似団体平均や全国平均を下回っています。経年推

移を見ても、過去４年間の経費回収率は継続して ％未満となっています。 
経費回収率が ％未満であるということは、汚水処理に要した費用を使

用料収入で賄えていないということであり、長期前受金戻入（一般会計繰入

分）で不足分を埋めている状況です。

図  経費回収率の他団体比較（令和元年度） 
 
表  経費回収率の推移 

※平成 年度は、大口使用者の稼働状況の影響により、工場用の使用料収入が大きく減少

し、それに伴い経費回収率も低い状況ですが、その後は工場用の使用料収入が徐々に増

加したことで、経費回収率は上昇しています。

  

経
費
回
収
率
（
％
）

指標 用語説明（算式） 

経費回収率 
（％） 

算式：下水道使用料÷汚水処理費（公費負担分を

除く） 
汚水処理に要した費用に対する、使用料による回

収程度を表す指標。汚水処理に係る全ての費用を

使用料によって賄うことが原則。 
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エ 汚水処理原価 
令和元年度の汚水処理原価は、 円／㎥と全国平均よりもやや高くな

っていますが、類似団体平均よりは低く、また、近隣団体と比べても低い水

準にあり、経費削減等により効率的な運営を行っていると言えます。

汚水処理原価が低いにもかかわらず、経費回収率が ％を下回っている

要因として、使用料単価の低さが考えられます。

図  汚水処理原価の他団体比較（令和元年度） 
 
表  汚水処理原価の推移 

 

汚
水
処
理
原
価
（
円
／
㎥
）

指標 用語説明（算式） 

汚水処理原価 
（円／㎥） 

 

算式：汚水処理費（公費負担分を除く）÷年間有

収水量 
有収水量１㎥当たりどれくらいの経費が汚水処理

費に要するかを表す指標。低い方が良い。 
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オ 企業債残高対事業規模比率 
令和元年度の企業債残高対事業規模比率が ％ということは、使用料

収入のすべてを元金償還に充当しても５年かかるということであり、一般的

には事業規模に比して企業債残高は大きい状況と言えます。 
しかし、下水道事業は、事業の初期に大規模な投資を必要とする性質の事

業であるため、他団体と比較すると本町の企業債残高は、著しく高いという

状況にはありません。 

図 企業債残高対事業規模比率の他団体比較（令和元年度） 
 

表  企業債残高対事業規模比率の推移 

 

企
業
債
残
高
対
事
業
規
模
比
率
（
％
）

指標 用語説明（算式） 

企業債残高対 
事業規模比率 

（％） 
 

算式：企業債残高（一般会計負担分を除く）÷事

業の規模（雨水処理負担金を除く） 
事業規模に比べて企業債残高（一般会計負担分を

除く）がどれくらいあるのかを見る指標。 
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③ 他団体比較による経営指標分析のまとめ

これまでに挙げた５つの指標について、本町の数値と類似団体平均及び近

隣団体平均を偏差値に換算して要約すると、以下のレーダーチャートとなり

ます。本レーダーチャートでは、外側にあるほど良好な数値であることを示

しており、前述のとおり、経費回収率に課題があることを示しています。 

図  経営指標のレーダーチャートによる他団体比較（令和元年度） 
 

表  経営指標の他団体比較（令和元年度） 

※「▲」は値が大きい方が良い指標であることを示し、「▼」は値が小さい方が良い指標で

あることを示しています。  

①水洗化率

②経常収支比率

③経費回収率④汚水処理原価

⑤企業債残高対

事業規模比率

久御山町 近隣団体平均 類似団体平均

経営指標 単位 指標の意味 久御山町
近隣団体

平均

類似団体

平均

数値の

見方

① 水 洗 化 率 ％ 普及の状況 ▲

② 経常収支比率 ％ 収益性 ▲

③ 経 費 回 収 率 ％ 収益性 ▲

④ 汚水処理原価 円／㎥ 収益性 ▼

⑤ 
企業債残高対

事業規模比率 
％ 債務の状況 ▼
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５ 総括

現状分析によって明らかになった主な課題は以下の３点です。 
 

課課題題１１：：使使用用料料収収入入のの構構造造  
 
使用料収入の用途別の構成は、営業用・工場用が全体の ％を占める

状況となっています。また、営業用・工場用のなかでも、一部の大口使用

者の占める割合が大きくなっており、その大口使用者の稼働状況に、本町

の使用料収入は強く影響を受けます。持続的な下水道事業を経営できるよ

うに、使用料収入を安定的に確保していくことが今後の課題となります。 
 
課課題題２２：：公公費費負負担担ののあありり方方のの整整理理  
 
本町の下水道事業会計は、単年度の資金不足が続いており、基準外の繰

入金に依存している状況です。今後、更新需要が増大する一方で、使用料

収入は減少することが見込まれるなか、どこまでを公費負担の範囲とする

かについて、整理していく必要があります。また、その検討にあたっては、

使用料単価が他団体や全国平均と比較しても低い状況にあることや経費

回収率が ％未満である現状を踏まえて、公費負担のあり方を整理する

必要があります。 
 
課課題題３３：：企企業業債債残残高高のの圧圧縮縮  
 
企業債残高は、使用料収入に対して、令和元年度は約 倍、令和２年

度は約 倍と、一般的には事業規模に比して大きい状況にあります。 
将来世代に大きな負担を残さないためには、企業債の新規発行を抑制し

ていく必要がありますが、その一方で、将来においては更新投資等に多額

の資金が必要となるなかで、使用料収入は減少していく見込みであり、今

後、いかにして自己財源で資金需要に対応していくかが大きな問題となり

ます。この点についても、あるべき私費負担と公費負担のあり方を検討し

ていく必要があります。 
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第第４４章章  将将来来のの事事業業環環境境  

１ 将来人口の見通し

（１）行政区域内人口の将来予測

本町の行政区域内人口は、第３章の「図 行政区域内人口の推移」で

示したように、減少傾向で推移しています。

国立社会保障・人口問題研究所から公表された「日本の地域別将来推計人

口（平成 （ ）年推計）」における社会移動封鎖型の推計人口を基に本

町の将来人口を予測した結果、本ビジョンの計画期間における本町の行政区

域内人口は、令和４年度の 人から令和 年度には 人と

人（ ％）減少し、その後も少子高齢化などの影響を受け、減少傾向で推

移する見通しです。

図 将来人口の推計

なお、久御山町第５次総合計画では、市街化区域における既存住宅の利活

用を促進するとともに、職住近接や若い世代の住宅需要に対応した新たな住

宅地を確保するための土地利用（新市街地整備「みなくるタウン」）を計画

的に推進することにより、令和７年度に目指す人口フレームを 人と

設定しています。

一方で、下水道事業は、処理汚水量に応じた下水道使用料を基に経営を行

っており、将来の有収水量算定の基礎となる水洗化人口をより厳密に把握す

る必要があります。

そのため、今後の本町の将来人口の予測については、今後も減少傾向が続

くものの、町の人口政策の推進を念頭に、人口流出と流入が均衡するものと

して、社会移動封鎖型人口推計値を基に推計しました。

行
政
区
域
内
人
口
（
人
）

実績

計画期間

推計
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（２）処理区域内人口及び水洗化人口の将来予測

第３章の「図 処理区域内人口及び下水道普及率の推移と水洗化人口

及び水洗化率」で示したように、本町の下水道普及率は ％に達してお

り、水洗化率は ％となっています。

本町の将来人口予測と、下水道未接続世帯の新規接続による水洗化率の上

昇を踏まえて、将来の処理区域内人口及び水洗化人口を予測した結果、本ビ

ジョン計画期間内において、処理区域内人口は下水道普及率が ％に達

していることから、行政区域内人口と同様に減少し、水洗化人口は水洗化率

の上昇の影響を受けて、処理区域内人口に比べて、緩やかに減少する見通し

です。

※水洗化人口及び水洗化率は、令和元年度末時点で再集計しているため、平成 年度以前の数値は表示しておりません。

図 処理区域内人口と水洗化人口の推計

  

人 人

人
人

下
水
道
普
及
率
と
水
洗
化
率
（
％
）

処
理
区
域
内
人
口
と
水
洗
化
人
口
（
人
）

処理区域内人口

水洗化人口

下水道普及率

水洗化率

実績 推計

計画期間
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２ 有収水量の見通し

第３章「２ 有収水量の状況」で示すように、令和２年度の本町の有収水

量の用途別の構成は、家事用が全体の約 ％、営業用・工場用が全体の約

％を占めています。

そのため、下水道使用料収入算定の基礎となる有収水量の将来の見通しに

ついては、本町の用途別有収水量割合の特性を踏まえ、家事用、営業用、工

場用、その他用（官公署、臨時）の４つに区分して予測しました。

なお、令和２年度の用途別有収水量が、新型コロナウィルス感染症の感染

拡大に伴い、例年の傾向とは異なる実績となったため、将来の有収水量の見

通しについては、令和２年度の実績値を除いた時系列傾向分析によって予測

しています。

（１）家事用有収水量の将来予測

家事用１人１日当たり有収水量（家事用原単位）は、年々減少傾向にあり、

今後も節水型機器の普及などにより、将来的に一定値に収束するまで減少し

続けると予測されます。

本町下水道事業では、将来の生活様式などを基に、この収束値を ℓ／

人／日と設定し、今後の家事用原単位を推計しました。

家事用原単位の将来推計及び水洗化人口の将来予測を基に家事用有収水

量の将来予測を実施した結果、本ビジョンの計画期間における家事用有収水

量は、令和４年度の 千㎥から令和 年度には 千㎥（△ 千㎥、

△ ％）まで減少する見込みです。

※水洗化人口を令和元年度末時点で再集計したため、 から までの家事用１人当たり有収水量の値は、

本町の水道事業における値でグラフ化しています。

図 家事用有収水量及び家事用原単位の将来推計

千㎥

千㎥

ℓ/人 日

ℓ/人 日
家
事
用
１
人
１
日
あ
た
り

有
収
水
量
（
ℓ

人

日
）

家
事
用
有
収
水
量
（
千
㎥
）

家事用有収水量 家事用１人１日当たり有収水量（※）

計画期間

実績 推計
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（２）営業用有収水量の将来予測

営業用として区分される下水道使用者の内訳は、小売業や飲食業、病院、

会社事務所など、多種多様な業種で構成されます。そのため、平成 年度

から令和元年度までの過去 年間の使用者別有収水量の実績を基に、さら

に３つの使用者グループに分類し、将来の営業用有収水量を予測しました。

表 営業用使用者グループの分類基準

使用者グループ 分類条件（注１）
有取水量割合

（注２）

グループＡ 年間 ㎥（月平均 ㎥）超を排水する大口使用者 ％

グループＢ 年間 ～ ㎥（月平均 ～ ㎥）を排水する使用者 ％

グループＣ 上記以外の使用者 ％

（注１）過去 年間の使用者別有収水量のデータを基に分類しています。

（注２）有収水量割合は、令和元年度基準で算定しています。

① グループＡの有収水量の将来予測 
グループＡの有収水量は、使用者の事業規模縮小などの影響により平成

年度に大きく減少しましたが、平成 年度以降は民間病院の新築移転な

どの影響により再び増加しました。使用者１件当たり有収水量（原単位）は、

平成 年度に大きく減少しましたが、その後は一定の水準で推移していま

す。

本ビジョンの計画期間におけるグループＡの将来の有収水量は、原単位は

一定水準（平成 年度から令和元年度までの過去５か年平均）で推移し、

使用者数も増減しないものとして予測しました。

図 グループＡの有収水量の将来推計

使
用
者
１
件
当
た
り
有
収
水
量
（
千
㎥
／
件
）

有
収
水
量
（
千
㎥
）

営業用有収水量（グループ ） 使用者１件当たり有収水量

計画期間

実績 推計
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② グループＢの有収水量の将来予測 
グループＢの有収水量は、平成 年度をピークに減少し、使用者１件当

たり有収水量（原単位）も同様に減少傾向で推移しています。一方で、使用

者数は平成 年度の約 件から年々増加し、平成 年度には約 件と

なっていますが、その後は一定水準で推移しています。

今後も使用者数は一定水準で推移し、節水型機器の普及の影響等により原

単位は減少することが見込まれることから、本ビジョンの計画期間における

グループＢの将来の有収水量は、年々減少傾向で推移していくものと予測し

ました。

図 グループＢの有収水量の将来推計

③ グループＣの有収水量の将来予測 
グループＣの過去 年間の有収水量は、年度によって増減はあるものの

一定水準で推移しています。一方で、使用者数は平成 年度の約 件か

ら令和元年度の約 件と大きく増加していますが、使用者１件当たり有収

水量（原単位）は年々減少傾向で推移していることから、こちらも節水型機

器の普及などによる排水量の減少が要因であると考えられます。

使用者数は、今後も新規接続により一定程度増加する見込みですが、原単

位の減少も続くことが見込まれるため、本ビジョンの計画期間におけるグル

ープＣの将来の有収水量は、緩やかに減少するものと見込まれます。

使
用
者
１
件
当
た
り
有
収
水
量
（
千
㎥
／
件
）

有
収
水
量
（
千
㎥
）

営業用有収水量（グループ ） 使用者１件当たり有収水量

計画期間

実績 推計
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図 グループＣの有収水量の将来推計

④ 営業用有収水量の将来予測（まとめ） 
グループ別の有収水量予測を基に算定した営業用有収水量の将来予測は、

本ビジョンの計画期間において、令和４年度の 千㎥から令和 年度

には 千㎥（△ 千㎥、△ ％）まで減少する見込みとなりました。

図 営業用有収水量の将来推計

 
 

使
用
者
１
件
当
た
り
有
収
水
量
（
㎥
／
件
）

有
収
水
量
（
千
㎥
）

営業用有収水量（グループ ） 使用者１件当たり有収水量

計画期間

実績 推計

営
業
用
有
収
水
量
（
千
㎥
）

グループＡ グループＢ グループＣ

計画期間

実績 推計
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（３）工場用有収水量の将来予測

工場用有収水量は、年間 ㎥以上を排水する大口使用者の有収水量

で約９割を占める状況です（平成 年度の大幅な減少は、一部の大口使用

者の一時的な排水量の減少によるもの）。

そのため、工場用有収水量は、大口使用者の稼働状況によって大きく増減

する特徴がありますが、今後も過去の実績と同程度で推移することが見込ま

れるため、平成 年度から令和元年度の過去４か年のうち、一時的に有収

水量が大きく減少した平成 年度を除いた３か年実績平均で今後推移して

いくものと予測しました。

図 工場用有収水量の将来推計

表 工場用有収水量の実績及び平均 単位：千㎥

平均※

大口使用者

大 口 以 外

合 計

※大口使用者及び大口以外の平均値は、 から （ 除く）の３か年平均で算定しています。

（４）その他用（官公署、臨時）有収水量の将来予測

その他用有収水量は、年度によって多少の増減はあるものの、ほぼ一定の

水準で推移しています。そのため、今後も過去の実績と同程度で推移するこ

とが見込まれることから、平成 年度から令和元年度の過去５か年実績平

均で有収水量が推移するものと予測しました。

工
場
用
有
収
水
量
（
千
㎥
）

計画期間

実績 推計
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図 その他用有収水量の将来推計

表 その他用有収水量の実績及び平均 単位：千㎥

平均※

官公署・臨時

※平均値は、 から の５か年平均で算定しています。

（５）まとめ

用途別に推計した有収水量を合計すると、以下のとおり推移する見通しと

なりました。本ビジョンの計画期間における有収水量は、令和４年度の

千㎥から令和 年度には 千㎥（△ 千㎥、△ ％）まで減少する

見込みです。

図 用途別有収水量の将来推計

そ
の
他
用
有
収
水
量
（
千
㎥
）

計画期間

実績 推計

用
途
別
有
収
水
量
（
千
㎥
）

家事用 営業用 工場用 その他用

計画期間

実績 推計



 

 

 

45 
 

３ 使用料収入の見通し

使用料収入の見通しは、用途別の有収水量の推計値に、使用料単価を乗じ

て算出しています。使用料単価は、現行の使用料体系を維持するものと仮定

して、用途別の過去実績値を基に設定しました。

本ビジョンの計画期間における使用料収入は、有収水量の減少に伴い、令

和４年度の 千円から令和 年度には 千円（△ 千円、

△ ％）まで減少する見通しです。

図 使用料収入の将来推計

図 用途別使用料収入の将来推計

用
途
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使
用
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千
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）
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実績 推計
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収
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４ 更新需要の推移

（１）下水道管渠の状況

本町の下水道事業は、昭和 年度に事業を着手してから約 年間が経過

し、下水道普及率は ％に達し、下水道管渠の整備は概ね完了していま

す。

下水道管渠の標準耐用年数は 年であり、昭和 年度に民間開発事業に

より布設され、その後本町に移管された下水道管渠を除いては、標準耐用年

数に達しているものはないことから、本格的な更新時期は迎えていない状況

です。

しかし、今後、標準耐用年数を超過する老朽管の割合は確実に増加するこ

とが見込まれ、また、下水道管渠は重要なライフラインであり、老朽化によ

る事故を未然に防止する必要もあるため、計画的な維持管理及び改築更新を

実施する必要があります。

図 経過年数別の布設年度別管渠延長の状況

（２）ポンプ施設の状況

本町のポンプ施設は７か所設置され、うち３か所は標準耐用年数の 年

を超過しているため、部分的なポンプ設備の更新を実施しています。

今後も運転状況に異常がないか定期的に点検調査を実施し、計画的に修繕

または改築更新を実施します。

年以上経過

㎞

総延長 ㎞

管
渠
延
長
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（
㎞
）
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設
年
度
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（
㎞
）

年以上 年未満経過

＝ ㎞、

年以上 年未満経過

＝ ㎞、

年以上 年未満経過

＝ ㎞、
年未満経過

＝ ㎞ 、
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図 経過年数別の下水道管渠の布設状況

 
 
 

20年未満

20年以上30年未満

30年以上40年未満

40年以上50年未満

50年以上

凡例（施工後経過年数）
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（３）ストックマネジメント計画

本町では、長期的視点で下水道施設の今後の老朽化の進捗状況を考慮し、

リスク評価等による点検・調査及び修繕・改築の優先順位付けを行い、施設

管理を最適化することを目的とした「久御山町下水道ストックマネジメント

実施方針」（平成 年３月）及び「久御山町下水道ストックマネジメント計

画」（令和２年２月）を策定しました。

「久御山町下水道ストックマネジメント実施方針」では、国土技術政策総

合研究所が公表する「下水道管きょ健全率予測式 」を参考に下水道管

渠の将来の健全率予測を実施した結果、改築更新を行わない場合、緊急度

Ⅰ・Ⅱの割合が 年後には約４割、 年後には約７割に到達する予測と

なりました。

図 下水道管渠の健全率予測

表 健全度予測における緊急度区分

区 分 緊 急 度 の 区 分

緊急度Ⅰ 重 度 速やかに措置の必要な場合

緊急度Ⅱ 中 度 簡易な対応により必要な措置を５年未満まで延長できる場合

緊急度Ⅲ 軽 度 簡易な対応により必要な措置を５年以上に延長できる場合

劣化なし 健 全 特別な措置を講じる必要がない場合

  

健
全
度
割
合

％

年度

緊急度Ⅰ

緊急度Ⅱ

緊急度Ⅲ

劣化なし
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第第５５章章  ここれれかかららのの下下水水道道事事業業  

１ 基本理念

本町の最上位計画である「久御山町第５次総合計画」（平成 年３月）で

は、下水道事業の基本計画を「下水道施設の整備と維持管理の推進」、「下水

道事業経営の健全化」としています。

また、京都府の「京都府流域下水道事業経営戦略」（令和３年３月）では、

「都市の発展と住民生活を支える持続的な京都の下水道」を基本理念として

掲げ、老朽化が進行する施設を効率的・戦略的に維持・強靭化し、地域の発

展を支える基盤施設を構築するとともに、効率的な事業マネジメントと健全

な経営に努め、持続可能な下水道事業を運営していくこととしています。

本町の下水道事業においては、今後、老朽管渠の修繕・改築を計画的に進

めていかなければならないなかで、人口減少や節水機器の普及等に伴い使用

料収入も減少する見込みとなっており、経営環境はさらに厳しさを増すこと

が予測されます。

しかし、このような状況においても、限られた資源を有効に活用すること

で、災害にも強く、いつでも安全・安心に使用でき、住民の快適な生活環境

を守る下水道を、持続的に経営する必要があります。

そこで、本ビジョンでは、本町の総合計画や京都府流域下水道事業の計画

との整合性を踏まえて、『安全・安心で快適な暮らしを支える持続的な下水

道』を基本理念としました。

２ 基本目標

本ビジョンでは、基本理念『安全・安心で快適な暮らしを支える持続的な

下水道』を推進するため、「安全・安心」・「快適」・「持続」を３つの基本目

標としました。

図 基本理念と基本目標の関係

  

基本理念
（将来像）

基本目標

  

いつまでも
健全に持続できる

下水道

持続

快適な暮らしを
支える下水道

快適

災害に強い
安全・安心な
下水道

安全
安心

安全・安心で快適な暮らしを支える持続的な下水道
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なお、これら３つの基本目標を設定するにあたっては、 年９月の国連サ

ミットで採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成も考慮しました。

ＳＤＧｓとは、誰一人取り残さない持続可能なよりよい社会を目指す、先進

国も含め、すべての国が取り組むべき普遍的（ユニバーサル）な目標であり、

目標実現にあたっては、各国政府のみならず、企業や地方自治体等、そして一

人ひとりに至るまで、すべてのひとの行動が求められています。

本ビジョンの基本目標の考え方は、ＳＤＧｓの目標６・目標９・目標 ・目

標 ・目標 と共通するものであり、ＳＤＧｓの達成に貢献するものです。

  

災災害害にに強強いい安安全全・・安安心心なな下下水水道道  

災害が起きても必要な機能を維持または速やかに復旧する、強靭かつ安

全・安心な、住民の暮らしを守る下水道を目指します。 
  
  
快快適適なな暮暮ららししをを支支ええるる下下水水道道  

公衆衛生の向上、生活環境の改善、公共用水域の水質保全により、住民の

快適な暮らしを支えます。 
  
  
いいつつままででもも健健全全にに持持続続ででききるる下下水水道道  

今後予想される人口減少社会においても、将来世代に良好な資産を残し、

いつまでも使い続けられる下水道を目指し、健全経営に向け取り組みます。 

表 ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の詳細

目標 アイコン 目標の詳細

目標６

〔水・衛生〕

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続

可能な管理を確保する

目標９

〔インフラ・産業化・

イノベーション〕

強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂

的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベー

ションの推進を図る

目標

〔持続可能な都市〕

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持

続可能な都市及び人間居住を実現する

目標

〔気候変動〕

気候変動及びその影響を軽減するための緊急

対策を講じる

目標

〔海洋資源〕

持続可能な開発のために、海洋・海洋資源を

保全し、持続可能な形で利用する

（出典：外務省「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）と日本の取組」より）
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第第６６章章  具具体体的的施施策策  

１ 災害に強い安全・安心な下水道

（１）ストックマネジメント計画に基づく修繕・改築の実施

本町の下水道普及率は ％に達し、下水道管渠の整備は概ね完了して

います。今後は、限られた財源のなかで、適正な維持管理を実施する必要性

があるため、長期的視点で下水道施設を計画的かつ効率的に管理するために、

ストックマネジメントを推進することが重要です。

本町では、長期的な下水道施設のマネジメント方針である「久御山町下水

道ストックマネジメント実施方針」（平成 年３月）を策定し、同実施方針

に基づき「久御山町下水道ストックマネジメント計画」（令和２年２月）及

び「久御山町公共下水道修繕・改築計画」（令和３年３月）を策定していま

す。

本実施方針及び両計画に基づいて、計画的な点検・調査及び修繕・改築を

進めていくことで、下水道施設の長寿命化を図るとともに、効率的な管理を

実施していきます。

また、管渠のカメラ調査により蓄積した管渠劣化状況の情報等を基に、下

水道管渠の将来の健全率予測式の精度向上を図り、「久御山町下水道ストッ

クマネジメント実施方針」の見直しを実施します。

（具体的施策）

➢ 下水道施設の定期的な点検・調査の実施

➢ 下水道管渠の修繕・改築工事の実施（管更生工事等の実施）

➢ 人孔鉄蓋更新工事の実施

➢ 「久御山町下水道ストックマネジメント実施方針」の見直し

（本ビジョン計画期間における数値目標）

指標
現状

（令和２年度末時点）
中間目標

（令和８年度末時点）
最終目標

（令和 年度末時点）

カメラ調査実施率 ％ ％ ％

管渠改築済延長 ― ｍ ｍ

人孔鉄蓋更新済箇所 ―

（上記数値目標の説明）

カメラ調査実施率 ：カメラ調査実施済延長（ｍ）÷管渠布設総延長（ｍ）（※圧送管及び真空管を除く）

管 渠 改 築 済 延 長 ：ストックマネジメント実施方針及び修繕・改築計画における計画改築延長

人孔鉄蓋更新済箇所 ：ストックマネジメント実施方針及び修繕・改築計画における計画更新箇所
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（２）下水道施設の耐震化の推進

公益社団法人日本下水道協会が公表する耐震対策指針は、平成７年の阪神

淡路大震災、平成 年の新潟県中越地震、平成 年の東日本大震災と、各

大規模地震の被害の分析を加味して、順次改定されてきました。

本町では、これまで、当耐震対策指針に準じて下水道施設の整備を進めて

きましたが、指針改定以前に整備された下水道施設については、現在の基準

と照らし合わせて、耐震性能を有しているか検証する必要があります。

今後、発生可能性の高まる南海トラフ地震や生駒断層を震源とする大規模

地震等に備え、災害時でも汚水処理機能が維持できるように、ストックマネ

ジメント計画に基づく改築に併せて、下水道施設の耐震化を進めていきます。

（具体的施策）

➢ 下水道施設の耐震化を含めた改築の推進

（本ビジョン計画期間における数値目標）

指標
現状

（令和２年度末時点）
中間目標

（令和８年度末時点）
最終目標

（令和 年度末時点）

耐震診断済延長 ― ｍ ｍ

（上記数値目標の説明）

耐 震 診 断 済 延 長 ：ストックマネジメント実施方針及び修繕・改築計画における管渠改築実施設計延長

（３）危機管理体制の強化  
本町では、大規模地震等により下水道施設が被災した場合でも、迅速かつ

高いレベルで下水道が果たすべき機能を維持及び回復することを目的とし

て、平成 年度に「久御山町下水道事業業務継続計画」（下水道ＢＣＰ）を

策定し、その後も、「下水道ＢＣＰ策定マニュアル（国土交通省）」の改訂に

合わせ、随時、見直しを行ってきました。

今後も、最新の策定マニュアルに準拠するとともに、訓練の実施結果も踏

まえて、「実践的で実効的な下水道ＢＣＰ」への不断の改善を推進し、危機

管理体制を強化していきます。

（具体的施策）

➢ 下水道ＢＣＰの適宜見直し

➢ 下水道ＢＣＰに基づく訓練の実施
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管更生とは、配管の現在の性能を改善するために配管の元の構造の全部または

一部を用いる工事で、既設管の内面に新管を構築する工法です。

イラスト出典：公益社団法人日本下水道協会

「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン 年版 」

図 管更生工事の施工概要

図 管渠改築工事と耐震化の体系図

 

■ 反転工法 

反転機車 動力車 ボイラー車 脱臭装置 

止水栓 更生材 到達受
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２ 快適な暮らしを支える下水道

（１）水洗化率の向上

本町の令和２年度末時点の水洗化率は ％と全国平均（ ％・令和

元年度）よりも低く、近隣団体（令和元年度）と比較してもやや低い水準と

なっています。

水洗化率を引き上げていくために、今後も継続して、下水道事業に関する

広報活動による住民への啓発を行うとともに、便所水洗化工事に要する費用

の融資のあっせん及び利子補給による助成を行います。

（具体的施策）

➢ 水洗化率向上のための啓発活動（広報）

➢ 水洗化工事の融資のあっせん及び利子補給による助成の実施

（本ビジョン計画期間における数値目標）

指標
現状

（令和２年度末時点）
中間目標

（令和８年度末時点）
最終目標

（令和 年度末時点）

水 洗 化 率 ％ ％ ％

（２）下水道未整備地区の検討

本町の下水道普及率は ％に達していますが、地理的、地形的または

技術的な要因により、下水道整備が困難な地区があります。

下水道未整備地区について、下水道整備に係る課題を個別に整理し、下水

道と同様の便益が受けられる合併浄化槽による処理も含め、課題解決の方策

を検討します。

（具体的施策）

➢ 下水道未整備地区の整備方針のあり方の検討

（３）公共用水域の水質保全

公共用水域の良好な水質を維持するために、定期的に事業所等の排水の水

質検査を実施しています。また、水質検査の結果、基準値を超える有害物質

等が検出された場合には、事業者等に排水水質を改善するよう、指導を行っ

ています。 
今後も、良好な水質を維持していくために、水質検査及び指導を継続して

いきます。 

（具体的施策） 
➢ 事業所等への定期的な水質検査及び指導の実施 
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３ いつまでも健全に持続できる下水道

（１）下水道事業経営の健全化

本町の下水道事業は、経営・資産の状況の「見える化」を推進するために、

平成 年４月１日から地方公営企業法に基づく公営企業会計に移行しまし

た（全部適用）。また、令和２年度より、学識経験者や有識者等の委員で構

成される久御山町上下水道事業経営審議会を常設し、本町の下水道事業の経

営に関する事項の調査及び審議を実施しています。

今後は、人口減少や節水機器の普及等に伴い使用料収入も減少することが

予測されるなか、老朽管渠の修繕・改築を計画的に進めていくために多額の

資金（財源）の確保が必要になります。一方で、その修繕・改築の財源を多

額の企業債に依存し過ぎると、将来世代に大きな負担を残すことになります。

さらに、現在の一般会計繰入金（基準外繰入）は、単年度の資金不足額に

ついて補てんする方法としているため、企業性（経済性）を発揮できず、適

切な経営状況を把握できなくなり、長期的な視点に立った事業経営が行えず、

将来に向けた資金確保ができない、といった課題があります。

そこで、まずは本町の公費負担のあり方を見直し、企業債に過度に依存す

ることなく、事業経営を持続するために必要な資金残高を確保することで、

下水道事業経営の健全化を図ります。

（具体的施策）

➢ 久御山町上下水道事業経営審議会において、継続的な下水道事業の経

営状況の報告及び経営課題等についての審議の実施

➢ 基準外繰入（単年度資金不足額を一般会計から繰入）のあり方の見直

し

➢ 公共下水道事業に係る投資に対する企業債発行額の抑制

（本ビジョン計画期間における数値目標）

指標
現状

（令和２年度末時点）
中間目標

（令和８年度末時点）
最終目標

（令和 年度末時点）

資 金 残 高 約 億円 約 億円 約 億円

企 業 債 残 高 約 億円 約 億円 約 億円

（上記数値目標の説明）

資 金 残 高 ：災害等の有事の際に速やかに復旧する必要のある重要な施設に係る下水道管渠など

の復旧費約 億円と必要最低限の運転資金約 億円の計約 億円を確保する

ことを長期的（約 年）な目標として掲げたうえで、本ビジョン計画期間における

数値目標を設定

企 業 債 残 高 ：既存発行の企業債に係る元金償還計画と、今後の修繕・改築のために必要となる資

金の確保と事業経営に必要な最低限の運転資金を維持することを踏まえて設定
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（２）人材の育成・確保、業務の効率化

下水道事業の経営を安定的に持続するためには、下水道自体の技術的な専

門性のみならず、公営企業会計や下水道事業経営の知識、経験、ノウハウの

蓄積が重要です。

本町の下水道事業に携わる職員数は少人数体制となっており、技術的分野

と会計・経営的分野の業務を分担して実施しています。

今後も健全で持続的な経営をするためにも、専門性を有した人材を育成し

ていくとともに、次の世代へと知識や技術の継承を計画的に進めます。

また、京都府や木津川流域下水道に接続している近隣団体との広域連携の

あり方やＤＸ時代に合った下水道の革新的技術の導入を検討し、限られた人

的資源を適切に配置できるように業務の効率化を推進します。

（具体的施策）

➢ 各種研修会への計画的な職員の派遣

➢ 京都府や近隣団体との広域連携のあり方の検討

➢ ＩＣＴ等を活用した下水道の革新的技術の導入に向けた情報収集

（３）不明水調査の実施

「第３章 現状と課題」の「３（２）不明水の状況」で述べたとおり、木

津川流域下水道全体では多量の不明水が認識されており、大きな課題となっ

ています。本町では、京都府の要請に基づき、平成 年度から不明水調査

を実施し、その改善に取り組んでいます。

今後も、継続して不明水の原因を調査し、原因が特定された場合は、不明

水を減少させるための対策を実施します。

（具体的施策）

➢ 継続的な不明水の原因調査の実施

➢ 不明水の原因を特定した場合の対策の実施
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（現状）
・不明水調査の実施（H30～）

（主な課題）
・木津川流域下水道全体で多量の不明水が確認されており、原因調査が必要

（現状）
・少人数体制で業務を実施

（主な課題）
・技術的分野と会計・経営的分野のそれぞれの分野で、専門性を有した人材の育成が必要
・次世代職員への知識や技術の継承が必要

（現状）
・地方公営企業法に基づく公営企業会計に移行し（全部適用）、経営・資産の状況の「見える化」を推進（H29～）
・久御山町上下水道事業経営審議会を設置（R2～）

（主な課題）
・現状の基準外繰入方法（単年度資金不足額を一般会計から繰入）では、将来に向けた計画的な資金確保が実施できない
・将来世代に過度な負担を残さないため、企業債残高の圧縮が必要

（現状）
・定期的に、事業所等の排水の水質検査を実施

（主な課題）
・今後も公共用水域の良好な水質を維持することが必要

（現状）
・下水道普及率は、99.9％に達している

（主な課題）
・地理的、地形的または技術的な要因により、下水道整備が困難な地区がある

（現状）
・「久御山町下水道事業業務継続計画（下水道ＢＣＰ）」を策定（H27）
・「下水道ＢＣＰ策定マニュアル（国土交通省）」の改訂に合わせて、随時、同計画の見直しを実施

（主な課題）
・災害に備えて、今後も、最新の策定マニュアルへの準拠が必要
・実践的で実効的な下水道BCPを推進するため、危機管理体制の強化が必要

安安

全全

・・

安安

心心

でで

快快

適適

なな

暮暮

らら

しし

をを

支支

ええ

るる

持持

続続

的的

なな

下下

水水

道道

（現状）
・下水道普及率は99.9％に達し、下水道管渠の整備は概ね完了
・「久御山町下水道ストックマネジメント実施方針」（H30）等の下水道施設に関する各種計画を策定

（主な課題）
・下水道施設の長期的視点に立った計画的かつ効率的な管理が必要

（現状）
・（公社）日本下水道協会の耐震対策指針に準じて下水道施設を整備

（主な課題）
・指針改定以前に整備された下水道施設について、現在の基準と照らし合わせて、耐震性能を有しているか検証が必要

（現状）
・令和２年度末時点の水洗化率は、93.1％

（主な課題）
・本町の水洗化率は、全国平均（95.4％）や近隣団体と比較して低い水準であり、水洗化率の引き上げが必要

基本理念 基本目標 現状と課題

安全

安心

快適

持続

災
害
に
強
い
安
全
・
安
心
な
下
水
道

快
適
な
暮
ら
し
を
支
え
る
下
水
道

い
つ
ま
で
も
健
全
に
持
続
で
き
る
下
水
道

図 基本理念・基本目標と具体的施策の体系図
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・

・

・

・

下水道施設の耐震化の推進 ・

・

・

・

・

下水道未整備地区の検討 ・

公共用水域の水質保全 ・

・

・

・

・

・

・

・

・

数値目標実施施策 具体的施策

（１）
ストックマネジメント計画に基
づく修繕・改築の実施

下水道施設の定期的な点検・調査の実施

下水道管渠の修繕・改築工事の実施（管更生工事等の実施）

人孔鉄蓋更新工事の実施

「久御山町下水道ストックマネジメント実施方針」の見直し

（２） 下水道施設の耐震化を含めた改築の推進

（１） 水洗化率の向上

下水道ＢＣＰに基づく訓練の実施

水洗化率向上のための啓発活動（広報）

水洗化工事の融資のあっせん及び利子補給による助成の実施

（３） 危機管理体制の強化

下水道ＢＣＰの適宜見直し

（２） 下水道未整備地区の整備方針のあり方の検討

事業の経営状況の報告及び経営課題等についての審議の実施

基準外繰入のあり方の見直し

（３） 事業所等への定期的な水質検査及び指導の実施

公共下水道事業に係る投資に対する企業債発行額の抑制

（２）
人材の育成・確保、業務の効
率化

各種研修会への計画的な職員の派遣

（１） 下水道事業経営の健全化

久御山町上下水道事業経営審議会において、継続的な下水道

京都府や近隣団体との広域連携のあり方の検討

ＩＣＴ等を活用した下水道の革新的技術の導入に向けた情報収集

（３） 不明水調査の実施

継続的な不明水の原因調査の実施

不明水の原因を特定した場合の対策の実施

指 標 現状 中間目標 最終目標

カ メ ラ 調 査 実 施 率

管 渠 改 築 済 延 長 ー 748.99ｍ 9,248.99ｍ

人孔鉄蓋更新済箇所 ー

指 標 現状 中間目標 最終目標

耐 震 診 断 済 延 長 ー

指 標 現状 中間目標 最終目標

水 洗 化 率

指 標 現状 中間目標 最終目標

資 金 残 高 約3.1億円 約5.2億円 約5.9億円

企 業 債 残 高 約23.8億円 約15.4億円 約12.8億円
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第第７７章章  投投資資・・財財政政計計画画（（収収支支計計画画））  

１ 投資・財政計画（収支計画）策定にあたっての説明

（１）投資計画

公共下水道事業に係る投資計画の概要及び建設改良費の推移は以下のと

おりです。

表 公共下水道事業に係る投資計画の概要

項目 投資計画の概要

ポ ン プ

更 新 工 事

マンホールポンプ及び真空ポンプについて、法定耐用年数

の 年毎に更新を実施

管 渠 改 築 工 事

管更生工事等

令和４年度から８年度までは、「久御山町公共下水道修繕・

改築計画」に基づく工事を実施

令和９年度以降は、「久御山町下水道ストックマネジメント

実施方針（汚水）」（平成 年３月）に基づき、投資額約

億円 年、改築延長約 ㎞ 年の工事を実施

人 孔 鉄 蓋

更 新 工 事

令和４年度から８年度までは、「久御山町公共下水道修繕・

改築計画」に基づく工事を実施

令和９年度以降は、同計画の令和５年度から８年度と同程

度の工事を実施予定

下 水 道 台 帳

シ ス テ ム 更 新

システムのハードウェア等について、法定耐用年数の５年

毎に更新を実施

設 計 ・ 調 査 ・

計 画 策 定 業 務

管渠改築工事（管更生工事等）の実施設計や管路施設のカ

メラ調査、修繕･改築計画の策定等を実施
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表 公共下水道事業に係る投資計画の建設改良費の内訳 単位：千円

項 目

ポ ン プ
更 新 工 事

管 渠 改 築
工 事

人 孔 鉄 蓋

更 新 工 事

下 水道 台帳

システム更新

設計・調査・

計画策定業務

事 務 費

消 費 税

合 計

図 公共下水道事業の投資計画の建設改良費の推移

 

建
設
改
良
費
（
千
円
）

ポンプ更新工事 管渠改築工事（管更生工事等） 人孔鉄蓋更新工事

下水道台帳システム更新 設計・調査・計画策定業務 その他（事務費・消費税）
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（２）財政計画

① 下水道使用料について 
本ビジョンの計画期間においては、経常収支比率が ％を超える見込み

で推移し、資金ショートを起こすような状況が見込まれないことから、現行

の使用料体系を維持します。

ただし、「第３章 現状と課題」で述べたとおり、本町の使用料収入の用途

別の構成は、営業用・工場用が全体の約 ％を占める状況となっており、

特に一部の大口使用者の稼働状況によって、使用料収入は強く影響を受ける

という使用料体系の構造的な課題があります。

そのため、今後、社会情勢や経営環境等が大きく変化することで、本町の

下水道使用料収入が大きく減少することが見込まれる場合には、使用料体系

の見直しの検討が必要となります。

図 経常損益及び経常収支比率の経年推移

② 一般会計繰入金（公費負担）について 
一般会計からの繰入金については、下水道事業の公益性や受益者負担の考

え方を踏まえて、総務省が示す公営企業に係る繰出基準に定める経費につい

ては一般会計が負担する方針とし（基準内繰入）、また、令和３年度以前に

借り入れた公共下水道事業債の元金償還額の一定割合についても、一般会計

が負担する方針とします（基準外繰入）。

下水道の整備・普及は、公衆衛生の向上や水質保全等の公益に資するもの

であり、多額の投資を必要とする一方で、下水道の整備・普及の初期段階に

おいては、投資に見合う使用料収入の獲得が困難であるという側面がありま

す。そのため、当初の整備・普及のために要した企業債の償還については、

公費負担とすべき部分があるという本町の考え方に基づき、本町の下水道事

業の整備・普及が概ね完了する令和３年度以前に起債した企業債の元金償還

額の一定割合を、一般会計が負担する公費負担部分として整理し、その割合

は目標資金残高等を考慮し、 ％としました。

経
常
収
支
比
率
（
％
）

経
常
収
益
・
経
常
費
用
（
千
円
）

経常収益 経常費用 経常収支比率
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図 目的別企業債償還額と一般会計繰入金の推移
 

③ 企業債について 
将来世代に大きな負担を残さないためにも、企業債の新規発行を抑制する

必要がある一方で、今後の修繕・改築のために多額の資金が必要となります。

そこで、既存発行の企業債に係る元金償還計画と、今後の修繕・改築のた

めに必要となる資金の確保と必要最低限の運転資金を維持することを踏ま

えて、起債対象と起債充当率を設定しました。
 

表 起債対象事業及び起債充当率の方針

対象事業 方針内容

公 共 下 水 道 事 業

公共下水道事業に係る投資計画のうち、管渠改築工事

（管更生工事等）を起債対象とし、起債充当率を ％と

します。

流 域 下 水 道 事 業
木津川流域下水道の建設負担金の財源すべてを起債対

象とします（起債充当率 ％）。

図 資金残高と企業債残高の経年推移

企
業
債
償
還
額

一
般
会
計
繰
入
金

企
業
債
償
還
額

一
般
会
計
繰
入
金

企
業
債
償
還
額

一
般
会
計
繰
入
金

企
業
債
償
還
額

一
般
会
計
繰
入
金

企
業
債
償
還
額

一
般
会
計
繰
入
金

企
業
債
償
還
額

一
般
会
計
繰
入
金

企
業
債
償
還
額

一
般
会
計
繰
入
金

企
業
債
償
還
額

一
般
会
計
繰
入
金

企
業
債
償
還
額

一
般
会
計
繰
入
金

企
業
債
償
還
額

一
般
会
計
繰
入
金

企
業
債
償
還
額
・
一
般
会
計
繰
入
金
（
千
円
）

流域下水道事業債 基準内繰入対象） 公共下水道事業債（ 以前） 公共下水道事業債（ 以後） 流域下水道事業債 一般会計繰入金 基準内 一般会計繰入金 基準外

資
金
残
高
・
企
業
債
残
高
（
千
円
）

資金残高 企業債残高

一般会計繰入金（基準外繰入）の方針

令和３年度以前に起債した公共下水道事業債の

元金償還額の ％
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（３）投資・財政計画（収支計画）の前提条件について

収支計画の収益的収支及び資本的収支の前提条件は、以下のとおりです。

表 投資・財政計画（収支計画）の前提条件

項目 前提条件

収

益

的

収

入

営
業
収
益

使用料収入 用途別（家事用、営業用、工場用、その他用）の将来の有収水量の推

計値に、用途別の過去の使用料単価平均値を乗じて算出

その他 過年度の実績値（ ～ を踏まえて設定

営
業
外
収
益

他会計補助金 総務省の定める繰出基準に基づき、一般会計が負担すべき経費につい

て過去の実績値等を踏まえて設定

長期前受金戻入 既存の固定資産に係る長期前受金戻入に、今後取得する固定資産に係

る長期前受金戻入を加えて算出

その他 過年度の実績値（ ～ を踏まえて設定

収

益

的

支

出

営
業
費
用

職員給与費 過年度の実績値（ ～ を踏まえて設定

修繕費 過年度の実績値（ ～ 及び今後追加的に発生すると見込まれる修

繕費を踏まえて設定

委託料 過年度の実績値（ ～ 及び今後追加的に発生すると見込まれる委

託料を踏まえて設定

下水道維持管理

負担金

【木津川流域下水道】

京都府の「京都府流域下水道事業経営戦略」（令和３年３月）の木津

川流域下水道の維持管理等に係る市町負担金を基に、本町の負担額を

算出

【京都市公共下水道、川北排水機場】

過年度の実績値（ ～ を踏まえて設定

その他負担金 過年度の実績値（ ～ 及び今後追加的に発生すると見込まれる経

費を踏まえて設定

その他 過年度の実績値（ ～ を踏まえて設定

減価償却費 既存の固定資産に係る減価償却費に、今後取得する固定資産に係る減

価償却費を加えて算出

営
業
外
費
用

支払利息 【既発債】

年度別償還予定額を基に算出

【新発債】

償還期間 年（据置期間なし、半年賦元利均等償還）、利率１％で算

出

その他 過年度の実績値（ ～ を踏まえて設定
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項目 前提条件

資

本

的

収

入

企業債 【公共下水道事業】

公共下水道事業に係る投資計画のうち、管渠改築工事（管更生工事等）

を起債対象とし、起債充当率を ％と設定

【木津川流域下水道建設負担金】

木津川流域下水道の建設負担金の財源をすべて企業債（起債充当率

％）として算出

他会計出資金 出資金としては、一般会計からの繰入れを見込んでいない

他会計補助金 【基準内繰入金】

総務省の定める繰出基準に基づき、一般会計が負担すべき将来の元金

償還額に相当する額を算出

【基準外繰入金】

令和３年度以前に借り入れた公共下水道事業債の元金償還額の ％

を一般会計から繰り入れ

国・府補助金 本町の公共下水道事業に係る投資計画に基づき、現行の制度が維持さ

れるものとして国庫補助金の金額を算出

資

本

的

支

出

建設改良費 【公共下水道事業】

本町の公共下水道事業に係る投資計画に基づき設定

【木津川流域下水道建設負担金】

京都府の「京都府流域下水道事業経営戦略」（令和３年３月）の木津

川流域下水道の建設負担金に係る市町負担金を基に、本町の負担額を

算出

企業債償還金 【既発債】

年度別償還予定額を基に算出

【新発債】

償還期間 年（据置期間なし、半年賦元利均等償還）、利率１％で算

出

（４）投資・財政計画（収支計画）のシミュレーション期間について

本ビジョンの計画期間は、令和４年度から令和 年度までの 年間です

が、投資・財政計画（収支計画）の策定にあたっては、約 年間の長期的

なシミュレーションを実施し、うち計画期間である 年間の投資・財政計

画（収支計画）を本ビジョンに掲載しています。

なお、本ビジョンの参考資料として、長期的なシミュレーション結果であ

る投資・財政計画（収支計画）（資料２）を掲載しています。
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２ 投資・財政計画（収支計画）

【収益的収支】  
年度

区分

年度

（実績）

年度

（予算）

年度

（計画）

年度

（計画）

年度

（計画）

収
益
的
収
入

営業収益

使用料収入

その他

営業外収益

他会計補助金

長期前受金戻入

その他

収入計

収
益
的
支
出

営業費用

職員給与費

経費

修繕費

委託料

下水道維持管理

負担金

その他負担金

その他

減価償却費

営業外費用

支払利息

その他

支出計

経常損益

特別利益 ― ― ― ―

特別損失 ― ― ― ― ―

当年度純利益（又は純損失）

繰越利益剰余金又は繰越欠損金
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            単位：千円 
年度

（計画）

年度

（計画）

年度

（計画）

年度

（計画）

年度

（計画）

年度

（計画）

年度

（計画）

― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ―
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【資本的収支】 
年度

区分

年度

（実績）

年度

（予算）

年度

（計画）

年度

（計画）

年度

（計画）

資
本
的
収
入

企業債

他会計出資金 ― ― ―

他会計補助金

国・府補助金

収入計

資
本
的
支
出

建設改良費

流域下水道建設負担金

公共下水道事業費

企業債償還金

支出計

資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額

補
填
財
源

損益勘定留保資金

その他

計

【資金残高・企業債残高】

年度

区分

年度

（実績）

年度

（予算）

年度

（計画）

年度

（計画）

年度

（計画）

資金残高

資金残高の増減額 ▲

企業債残高

※令和３年度の資金残高の増減額については、令和２年度実績による未払金の精算等の影響により減少する見込みと
なっています（単年度収支では増加見込みです）。

【一般会計繰入金】

年度

区分

年度

（実績）

年度

（予算）

年度

（計画）

年度

（計画）

年度

（計画）

収益的収支分

うち基準内繰入金

うち基準外繰入金 ― ― ― ―

資本的収支分

うち基準内繰入金

うち基準外繰入金

合計
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           単位：千円 
年度

（計画）

年度

（計画）

年度

（計画）

年度

（計画）

年度

（計画）

年度

（計画）

年度

（計画）

― ― ― ― ― ― ―

単位：千円

年度

（計画）

年度

（計画）

年度

（計画）

年度

（計画）

年度

（計画）

年度

（計画）

年度

（計画）

▲

単位：千円

年度

（計画）

年度

（計画）

年度

（計画）

年度

（計画）

年度

（計画）

年度

（計画）

年度

（計画）

― ― ― ― ― ― ―
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３ 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 投資についての検討状況等

広域化・共同化・最

適化に関する事項

人口減少に伴う使用料収入の減少、職員数の減少

による執行体制の脆弱化や既存ストックの大量更

新期の到来などの汚水処理施設の事業運営に係る

多くの課題を踏まえ、持続可能な事業運営を推進

することを目的として、国から都道府県に対して、

令和４年度までに「広域化・共同化計画」を策定

することが要請されています。

そのため、京都府及び木津川流域下水道に接続し

ている関連市町と、広域化・共同化の検討を進め、

持続可能な事業運営が実現できるような取組を検

討します。

投資の平準化に関す

る事項

投資の平準化については、ストックマネジメント

実施方針及び計画に基づき、検討を行ったうえで、

本ビジョンの投資計画を策定しています。

今後も適時・適切に計画の見直しを行いながら、

最適な投資を実施していきます。

民間活力の活用に関

する事項（ ／

など）

現時点で ／ などの導入予定はありません

が、今後も事例研究などを行い、どのような手法

により事業運営するのが最も適切であるか、下水

道事業の安全性・持続性も考慮しながら、調査し

検討していきます。
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② 今後の財源についての検討状況等

使用料の見直しに関

する事項

本ビジョンの計画期間においては、現行の使用料体

系を維持することとしていますが、「第３章 現状

と課題」で述べたとおり、現行の使用料体系には構

造的な課題があります。

今後、社会情勢や経営環境等の大きな変化により使

用料収入が大きく減少することが見込まれる場合

には、適宜見直しを検討します。

資産活用による収入

増加の取組について

遊休資産等はないため、資産活用による収入増加は

見込んでいません。

一般会計繰入金（公

費負担）に関する事

項

一般会計からの基準外繰入について、これまでの下

水道の整備・普及に係る企業債の償還額の一部を公

費負担とする、本町独自の方針を整理しました。

今後、未普及地区の下水道整備や土地区画整理等に

よって新たに下水道を整備・普及する場合には、公

費負担の方針として整理した趣旨を踏まえて、本町

の負担のあり方について検討します。

③ 投資以外の経費についての検討状況等

民間活力の活用に関

する事項（包括的民

間委託等の民間委

託、指定管理者制度、

など）

現時点で包括的民間委託や ／ などの導入予

定はありませんが、今後も事例研究などを行い、ど

のような手法により事業運営するのが最も適切で

あるか、下水道事業の安全性・持続性も考慮しなが

ら、調査し検討していきます。

職員給与費に関する

事項

平成 年４月の組織統合に伴う職員定数の見直し

により、大幅に職員給与費を削減しています。

今後は、事業継続に必要な人員の確保という観点も

踏まえ、適正な人員配置となるよう、適宜検討を行

います。

動力費に関する事項 終末処理場を有していないため、特段の検討事項は

ありません。

薬品費に関する事項 終末処理場を有していないため、特段の検討事項は

ありません。

修繕費に関する事項 下水道施設の持続的な機能確保及び経費の削減と

平準化を図るため、ストックマネジメント実施方針

及び計画に基づく点検・調査を実施していきます。

委託費に関する事項 今後も、既委託業務のより効率的な発注方法や他に

民間委託すべき業務がないか検討を続け、さらなる

コスト削減に取り組みます。
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第第８８章章  ビビジジョョンンのの実実現現にに向向けけてて  

１ ビジョンの実現に向けたＰＤＣＡサイクルの実施方法

本ビジョンは、令和４年度～令和 年度を計画期間とし、実施すべき具

体的施策を提示したもので、本ビジョンに掲げる目標を達成できるよう、着

実に事業を進めることが必要です。

このため、計画の策定（ ）→事業の実施（ ）→達成状況の確認（ ）

→改善策の検討（ ）を繰り返すＰＤＣＡサイクルに基づき、計画の進

捗管理や評価・見直し等を行っていきます。また、社会情勢や経営環境の変

化、住民のみなさまのご意見等を踏まえながら計画を見直し、より良い施策

の推進に努めます。

図 ＰＤＣＡサイクル

２ 進捗管理（モニタリング）の具体的な方法

本ビジョンの進捗管理は、毎年度、実績値に基づいて、事後的に評価・検

証を行いながら実施（モニタリング）します。 

（具体的な方法）

⚫ 毎年度、実績値を把握し、計画値との乖離度合いを確認（例：使用料収

入の大幅な増減、経常費用の大幅な増減 等）

⚫ 計画値と実績値に大きな乖離がある場合は、その原因を分析し、対策を

検討（例：大口使用者の使用水量の減少、負担金の増加 等）

⚫ 毎年度、経営比較分析表を活用して経営指標を分析し、経営健全化に向

けた状況把握と今後の取組の方向性を確認（例：経常収支比率、経費回

収率 等）
⚫ 毎年度、第６章で掲げた目標の進捗管理を実施
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３ 見直し（ローリング）の具体的な方法

社会情勢の変化等により、本ビジョン策定時の状況と実態との間に大きな

乖離が生じることも想定されます。そのため、本ビジョンの記載内容及び投

資・財政計画（収支計画）については、５年ごとの定期的な見直し（ローリ

ング）を行うこととし、環境変化等を踏まえた目標の再設定や計画の修正・

見直しの検討など、必要な改善を行います。

（具体的な方法）

⚫ ５年ごとに、投資・財政計画（収支計画）の実績値の推移を把握し、計

画値との乖離度合いを確認

⚫ 計画値と実績値に大きな乖離がある場合は、将来見通しの再評価を実施

⚫ 投資計画及び財源の内容の再検証及び見直し

⚫ 必要に応じて新たな施策や目標の再設定

図 進捗管理（モニタリング）と見直し（ローリング）のイメージ
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資料１ 用語集

【【ああ行行】】

営営業業
えいぎょう

収収益益
しゅうえき

主たる事業活動から生ずる収益で、下水道使用料や一

般会計からの負担金等のこと。

汚汚水水
お す い

処処理理
し ょ り

原原価価
げ ん か

汚水処理に要した経費を有収水量で除したもの。有収

水量１㎥あたり、どれくらいの経費が汚水処理費に要

するかを見る指標で、低い方がよい。

（算式）汚水処理費 公費負担分を除く ÷有収水量

汚汚水水
お す い

処処理理費費
し ょ り ひ

下水道には雨水処理と汚水処理があり、汚水処理に要

した費用を表す数値で、公費負担分を除くもの。汚水

処理費は、人件費や工事費等の維持管理に要する維持

管理費と借入金の利子や減価償却費等の下水道整備に

要する資本費から構成される。なお、汚水処理に投入

される公費負担分については、国により基準が定めら

れている。

【【かか行行】】

カカメメララ
か め ら

調調査査
ちょうさ

マンホールから下水道管渠内にカメラを挿入し、管渠

内の映像を地上のオペレータ室内のモニターに映し出

し、管内状況を確認する調査方法。

管管渠渠
かんきょ

老老朽朽化化率率
ろうきゅうかりつ

総管渠延長のうち、標準耐用年数を経過した管渠がど

れだけあるかを見る指標。高ければ高いほど、老朽化

が進んでいることを示す。

（算式）標準耐用年数を経過した管渠延長÷下水道布

設延長

企企業業
きぎょう

債債
さい

地方公営企業が行う建設改良事業等に要する資金に充

てるために起こす地方債（１会計年度を超えて行う借

入れ）のこと。

企企業業債債
きぎょうさい

残残高高対対
ざんだかたい

事事業業
じぎょう

規規模模
き ぼ

比比率率
ひ り つ

使用料収入に対する企業債残高の割合で、企業債残高

の規模を表す指標であり、事業規模に比して企業債残

高（一般会計負担分を除く）がどれくらいあるのかを

見る比率。

（算式）企業債残高現在高合計 一般会計負担分を除

く）÷事業の規模 営業収益から受託工事収益及び雨水

処理負担金を除く
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基基準準外外
きじゅんがい

繰繰入入金金
くりいれきん

一般会計からの繰入金のうち、総務省の定める基準に

基づかないもの。

基基準準内内
きじゅんない

繰繰入入金金
くりいれきん

一般会計からの繰入金のうち、総務省の定める基準に

基づくもの。

行行政政
ぎょうせい

区区域域
く い き

行政を行う上での、地域の区分の仕方の単位。

繰繰入入金金
くりいれきん

（（繰繰
くり

出出金金
だしきん

）） 一般会計から下水道事業会計に繰り出される資金のこ

と。基準内繰入金と基準外繰入金がある。一般会計側

から見たときは「繰出金」と呼ぶ。

繰繰
くり

出出
だし

基基準準
きじゅん

総務省により定められている、一般会計から地方公営

企業にお金を繰り出す基準となる通知。

地方公営企業法第 条の により、以下の経費は一般

会計が負担するものと定められている。

１ その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入を

もって充てることが適当でない経費。

２ 当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行って

もなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが

客観的に困難であると認められる経費。

経経営営
けいえい

指指標標
しひょう

企業の経営状態や財政状況を様々な角度から分析する

ための切り口となる項目。

経経営営
けいえい

戦戦略略
せんりゃく

将来にわたって安定的に事業を継続していくための中

長期的な投資・財政計画。

経経営営
けいえい

比比較較
ひ か く

分分析析表表
ぶんせきひょう

毎年度の決算統計の数値を基に、総務省が作成してい

るもの。複数の経営指標を組み合わせて分析すること

により、公営企業の経営の現状や課題等を客観的に把

握することができる。

経経常常
けいじょう

収収支支
しゅうし

比比率率
ひ り つ

使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持

管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを

表す指標。単年度の収支が黒字であることを示す ％

以上となっていることが必要である。

（算式）経常収益÷経常費用×
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経経費費
け い ひ

回回収収率率
かいしゅうりつ

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えて

いるかを表した指標。使用料で回収すべき経費を全て

使用料で賄えている状況を示す ％以上であること

が必要である。

（算式）使用料収入÷汚水処理費 公費負担分を除く

×

下下水水道道
げ す い ど う

普普及及率率
ふきゅうりつ

行政区域内人口のうち、下水道の処理区域内人口が占

める割合であり、下水道がどれだけ普及しているかを

表す指標。

（算式）処理区域内人口÷行政区域内人口×

減減価価償償却却
げんかしょうきゃく

地方公営企業法では、すべての資産をその耐用年数で

均等に費用計上することとされており、これを減価償

却といい、その費用を減価償却費という。資産の耐用

年数は地方公営企業法施行規則等で定められている。

建建設設
けんせつ

改改良良費費
かいりょうひ

下水道施設を新たに建設したり、古い施設を更新した

りするための費用。

公公営営
こうえい

企企業業
きぎょう

会会計計
かいけい

水道や下水道など、料金（使用料）収入を元に特定の

事業を行うことは民間企業のような性質を持っている

ため、固定資産管理や複式簿記などの会計処理を行い、

その会計方式を公営企業会計という。

会計方式の内容は「地方公営企業法」で定められてお

り、地方公営企業法に従って会計処理を行う事業を「法

適用」の事業、その他の一般会計の特別会計として会

計処理を行う事業を「法非適用」の事業という。

公公共共下下
こうきょうげ

水水道道
すいどう

主として市街地における下水を排除し、または処理す

るために地方公共団体が管理する下水道で、下水処理

場を有するものまたは流域下水道に接続するもので、

かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠（地

下にあるなど閉じた状態の管）である構造のもの。

国国庫庫
こ っ こ

補補助助
ほ じ ょ

金金
きん

建設改良工事等に対して投入される国費のこと。国に

対し補助申請を行い、認められると補助金を受けられ

るが、国の予算の範囲内で他の事業体と共に配分され

るので、要望通りに受けられないこともある。

固固定定
こ て い

資資産産
し さ ん

公営企業が１年以上にわたって所有する土地、建物及

び構築物等の資産のこと。
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【【ささ行行】】

市市街街化化
し が い か

区区域域
く い き

すでに市街地を形成している区域及びおおむね 年

以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこ

と。

資資本本的的
し ほ ん て き

収収支支
しゅうし

企業の将来の経営活動に備えて行う建設改良及び建設

改良に係る企業債償還金などの支出と、その財源とな

る収入。

収収益益的的
しゅうえきてき

収収支支
しゅうし

１事業年度の公営企業の経営活動に伴い発生するすべ

ての収益とそれに対応するすべての費用。

水水洗洗化化
す い せ ん か

人人口口
じんこう

下水道の処理区域内で実際に水洗便所を設置して汚水

を処理している人口。

（算式）水洗便所設置済人口÷処理区域内の行政人口

水水洗洗化化率率
す いせん かり つ

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置し

て汚水処理している人口の割合。

（算式）現在水洗便所設置済人口÷現在処理区域内人

口×

スストトッッククママネネジジメメンントト
す と っ く ま ね じ め ん と

下水道事業を持続的に運営するために、膨大な施設状

況を把握し、長期的な施設の状態を予測しながら、す

べての下水道施設を計画的かつ効率的に管理し、事業

の最適化を図る手法。

損損益益
そんえき

勘勘定定
かんじょう

留留保保
りゅうほ

資資金金
し き ん

資本的収支の補てん財源の一つで、減価償却費等の現

金支出を必要としない支出によって留保された資金の

こと。

【【たた行行】】

耐耐用用
たいよう

年年数数
ねんすう

地方公営企業法施行規則等で会計処理上の減価償却の

期間として定められた年数。一例を挙げると、下水道

管渠は 年とされている。

他他
た

会会計計
かいけい

出出
しゅっ

資資金金
し き ん

資本的収入の一つで、地方公共団体が、一般会計また

は他の特別会計から地方公営企業会計に資本を出資し

た金額。

他他
た

会会計計
かいけい

補補助助
ほ じ ょ

金金
きん

災害の復旧その他特別の理由により、地方公共団体が、

一般会計または他の特別会計から地方公営企業会計に

対して行う補助。この補助には、営業助成の補助金と

施設に対する補助金とがある。
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長長期期
ちょうき

前前受受金金戻戻入入
まえうけきんれいにゅう

固定資産取得のために交付された補助金などについ

て、減価償却見合い分を収益化したもので、現金を伴

わない収益。

当当年年度度
と う ね ん ど

純純利利
じゅんり

益益
えき

１年間の事業活動によって得られた利益。貸借対照表

では未処分利益剰余金に含まれる。

特特別別
とくべつ

利利益益
り え き

（（特特別別
とくべつ

損損失失
そんしつ

）） 当年度の経常収益（経常費用）から除外すべき特別の

損益。

独独立立
どくりつ

採採算算
さいさん

公営企業が税収に頼らず自己の収入によって経営を行

うこと。

【【なな行行】】

【【はは行行】】

ＰＰＤＤＣＣＡＡ
ぴーでぃーしーえー

ササイイククルル
さ い く る

継続的に業務を改善するための実行手法。

具体的には、業務計画の作成（ ）、計画に則った実

行（ ）、実践の結果を目標と比べる点検（ ）、発

見された改善すべき点を是正する（ ）の つの

段階を繰り返すことで、段階的に業務レベルを向上さ

せることができる。

ＰＰＰＰＰＰ
ぴーぴーぴー

／／ＰＰＦＦＩＩ
ぴーえふあい

ＰＰＰは「 」の略で、官

民連携事業の総称。ＰＦＩは「

」の略で、ＰＰＰの一種。

ＰＦＩはＰＦＩ法に基づき、公共施設等の建設、維持

管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力

を活用して行う手法。

不不明明
ふ め い

水水
すい

流入した下水量のうち，下水道管理者が下水道使用料

などで把握することが可能な水量以外の下水量をい

う。

分分流流式式下下
ぶんりゅうしきげ

水水道道
すいどう

汚水と雨水を分けて流す方式の下水道のこと。

法法
ほう

適適用用
てきよう

下水道事業には地方公営企業法を適用した事業と適用

していない事業があり、適用した事業を法適用、適用

していない事業を法非適用という。下水道事業につい

ては、総務省から令和５年度末までに法適用すること

が求められている。
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補補ててんん
ほ て ん

財財源源
ざいげん

資本的収支は、建設改良費、企業債の償還が主な支出

であり、支出が収入を上回ることが多くみられる。

資本的収支の不足額について、裏付けとなる財源を補

てん財源という。

【【まま行行】】

【【やや行行】】

有有
ゆう

収収
しゅう

水水量量
すいりょう

使用料徴収の対象となる水量。

有有
ゆう

収収率率
しゅうりつ

総配水量に対する、使用料徴収の対象となる水量（有

収水量）の割合。

【【らら行行】】

流流域域
りゅういき

関関連連
かんれん

公公共共下下
こうきょうげ

水水道道
すいどう

流域下水道に接続して下水を流す公共下水道。

流流域域下下
りゅういきげ

水水道道
すいどう

２以上の市町村の区域にわたり整備された下水道。そ

の設置や管理は下水道法により原則として都道府県が

行うこととされている。

流流域域下下
りゅういきげ

水水道道
すいどう

建建設設
けんせつ

負負担担
ふ た ん

金金
きん

流域関連公共下水道事業における流域下水道の建設改

良に対する負担金。
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資資料料２２ 長長期期的的なな投投資資・・財財政政計計画画（（収収支支計計画画））  
資料２ 長期的な投資・財政計画（収支計画）資料２ 長期的な投資・財政計画（収支計画） 
【収益的収支】 

区分 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

収
入

営業収益

営業外収益

収入計

支
出

営業費用

営業外費用

支出計

経常損益

特別利益 ― ― ― ― ― ―

特別損失 ― ― ― ― ― ― ―

当年度純利益（又は純損失）

繰越利益剰余金（又は繰越欠損金）

【資本的収支】 

区分 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

収
入

企業債

他会計出資金 ―

他会計補助金

国・府補助金

収入計

支
出

建設改良費

企業債償還金

支出計

資本的収入額が資本的支出額に対
し不足する額

【資金残高・企業債残高】 
区分 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

資金残高

資金残高の増減額 ▲

企業債残高

【一般会計繰入金】 
区分 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

収益的収支分

うち基準内繰入金

うち基準外繰入金 ― ― ― ― ― ―

資本的収支分

うち基準内繰入金

うち基準外繰入金

合計
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            単位：千円 
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ―

            単位：千円 
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

― ― ― ― ― ― ― ― ―

            単位：千円 
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

▲

            単位：千円 
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

－ － － － － － － － ―
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【収益的収支】 

区分 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

収
入

営業収益

営業外収益

収入計

支
出

営業費用

営業外費用

支出計

経常損益

特別利益 ― ― ― ― ― ― ―

特別損失 ― ― ― ― ― ― ―

当年度純利益（又は純損失）

繰越利益剰余金（又は繰越欠損金）

【資本的収支】 

区分 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

収
入

企業債

他会計出資金 ― ― ― ― ― ― ―

他会計補助金

国・府補助金

収入計

支
出

建設改良費

企業債償還金

支出計

資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額

【資金残高・企業債残高】 
区分 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

資金残高

資金残高の増減額

企業債残高

【一般会計繰入金】 
区分 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

収益的収支分

うち基準内繰入金

うち基準外繰入金 ― ― ― ― ― ― ―

資本的収支分

うち基準内繰入金

うち基準外繰入金

合計
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年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ―

     
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

― ― ― ― ― ― ― ―

          
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

          
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

― ― ― ― ― ― ― ―

―

単位：千円 

単位：千円 

単位：千円 

単位：千円 
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資料３ 久御山町上下水道事業経営審議会

【久御山町上下水道事業経営審議会委員名簿】 （敬称略）

選出区分 氏名 職名（団体名）

学識経験者 
第１号委員 

会 長 西
にし

垣
がき

泰
やす

幸
ゆき

龍谷大学経済学部教授

副会長 西
にし

村
むら

文
ふみ

武
たけ

京都大学大学院准教授

 松
まつ

若
わか

恵理子
え り こ

公認会計士

上下水道事業有識者 
第２号委員  片

かた

岡
おか

清
きよ

嗣
つぐ

元久御山町事業建設部長

住民公募 
第３号委員 

 水
みず

野
の

睦
むつ

乃
の

住民委員

 三
みつ

井
い

篤
あつ

志
し

住民委員 

その他 
第４号委員 

 奥
おく

戸
と

健
けん

二
じ 株式会社王将フードサービス 

久御山工場 製造業務課 係長 

 林
はやし

淳
じゅん

二
じ 株式会社京都銀行

久御山町支店 支店長

※久御山町上下水道事業経営審議会条例第３条第２項に定める第１号委員から第４号委員の各選出区分内

五十音順
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【久御山町上下水道事業経営審議会の審議経過】 

開催日 審議内容

令

和

２

年

度

第２回 令和２年

月７日

諮問

下水道ビジョンについて

ア 下水道ビジョンの策定にあたって

イ 下水道事業の概要

第３回 令和２年

月 日

令和元年度久御山町水道事業会計決算の報告について

令和元年度久御山町水道事業経営戦略の事後検証について

令和元年度久御山町下水道事業会計決算の報告について

水洗化人口の見直しについて

今後のスケジュールについて

第４回 令和２年

月 日

第２回・第３回会議の概要

下水道ビジョンについて

ア 現状と課題

イ 将来の事業環境

今後のスケジュールについて

第５回 令和３年

３月 日

第４回会議の概要

下水道ビジョンについて

ア 投資・財政計画（収支計画）

今後のスケジュールについて

令

和

３

年

度

第１回 令和３年

５月 日

令和２年度第５回会議の概要

下水道ビジョンについて

ア 投資・財政計画（収支計画）

今後のスケジュールについて

第２回 令和３年

７月 日

令和３年度第１回会議の概要

下水道ビジョンについて

ア これからの下水道事業

イ 具体的施策

ウ 投資・財政計画（収支計画）

エ ビジョンの実現に向けて

今後のスケジュールについて

第３回 令和３年

８月 日

久御山町下水道ビジョン（案）について

答申（案）について

パブリックコメントの実施について

今後のスケジュールについて

パブリックコメントの実施：下水道ビジョン（令和３年９月 日～ 月 日） 

第４回 令和３年

月 日

パブリックコメントの結果報告について

久御山町下水道ビジョン（案）の修正について

答申（案）の修正について

今後のスケジュールについて








